
国
府
と
条
里
と
の
関
係
に
つ
い
て

木

下

良

賑鰐と条墨との関係について（木下）

｛
　
　
門
要
約
】
　
わ
が
国
の
古
代
に
お
け
る
地
方
中
心
地
と
し
て
、
藩
学
計
画
に
も
と
ず
い
て
建
設
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
国
府
は
、
農
村
計
画
と
し
て
施
行

〔
　
さ
れ
た
玄
馬
制
の
土
地
割
の
上
に
、
そ
の
界
線
を
基
準
と
し
て
建
設
さ
れ
た
と
す
る
、
米
倉
二
郎
氏
の
仮
説
は
、
国
府
と
条
里
の
研
究
者
達
に
大
き
な
影

ρ　
響
を
与
え
、
各
国
で
そ
の
適
用
が
試
み
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
多
い
と
す
る
藤
岡
謙
二
郎
幾
の
批
判
が
あ
る
が
、
本
論
は
阿
波
・

晒　　

ﾀ
房
．
豊
前
．
播
磨
．
備
前
の
諸
国
磨
肚
に
つ
い
て
、
既
往
の
研
究
に
対
す
る
批
判
を
加
え
つ
つ
、
よ
り
妥
当
と
思
わ
れ
る
復
原
を
考
定
し
、
更
に
各
国

｝
に
お
け
る
研
究
の
成
果
を
利
周
し
て
全
麟
的
な
概
察
を
試
み
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
ほ
ぼ
次
の
結
論
に
達
す
る
。
ω
国
府
と
条
里
の
土
地
割
の
異
同
に
つ

　
　
い
て
は
、
↑
り
南
北
方
位
を
と
ら
な
い
条
里
に
対
し
て
團
階
は
南
北
方
位
を
と
る
場
合
が
多
い
こ
と
、
㈲
南
北
方
位
を
と
る
条
里
に
薄
し
て
は
合
致
す
る
羅

…
府
が
多
い
が
・
難
・
異
方
位
を
示
す
馨
も
・
…
と
、
・
・
か
・
楚
婁
禽
係
が
・
る
・
は
寛
・
れ
・
い
．
・
た
が
・
棊
鑑
域
内
に
お

　
　
い
て
特
に
異
な
る
方
位
の
土
地
割
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
国
鰐
域
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
あ
る
。
②
國
庁
の
位
鷹
と
条
里
の
界
線
に
つ

…
い
て
も
特
籍
接
書
止
は
認
め
が
た
い
。
た
だ
し
、
播
磨
の
例
の
よ
う
に
、
屠
の
位
馨
基
準
に
輩
の
呼
称
法
が
と
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の

…
も
あ
一
⇔
。
、
」
の
讐
、
条
墨
地
割
⊥
無
関
係
に
）
－
屠
⊥
蒙
・
）
1
輩
呼
称
、
と
な
。
。
以
上
に
よ
そ
、
一
欝
・
繍
府
と
董
と

　
の
間
に
は
特
に
密
接
な
関
係
は
な
い
。
従
っ
て
、
国
府
の
研
究
は
、
条
塁
と
の
関
係
か
ら
の
み
に
よ
ら
ず
、
各
方
面
の
研
究
の
成
果
を
綜
合
的
に
進
め
ら

　
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
国
府
の
設
鷺
は
律
令
体
制
下
に
、
全
国
的
に
一
定
の
原
則
に
も
と
ず
い
て
施
行
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
実
施
に
あ
た
っ

　
て
は
、
個
々
の
麗
地
の
実
状
に
応
じ
て
個
有
の
展
開
を
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
形
態
も
規
模
も
全
く
一
様
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す

　
べ
き
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
笈
○
巻
五
号
　
【
九
六
七
年
九
月

國

国
府
は
わ
が
国
の
古
代
に
お
い
て
、
律
令
制
に
も
と
ず
く
地
方
政

庁
で
あ
る
国
庁
の
所
在
地
と
し
て
、
政
治
・
経
済
・
軍
事
・
交
通
・

．
宗
黎
た
学
術
な
ど
各
種
羅
の
地
方
忠
地
と
し
て
、
都
爾
集
㈲

落
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
研
究
は
主
と
し
て
歴
．
7
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①

史
地
理
学
的
な
立
場
か
ら
の
究
明
が
進
め
ら
れ
て
、
米
倉
二
郎
・
藤

　
　
　
②

爾
謙
二
郎
両
氏
に
よ
る
全
国
的
視
野
に
た
つ
研
究
を
頂
点
と
し
て
、

多
く
の
業
績
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
一
部
で
は
考
古
学
的
な
発

　
　
③

掘
調
査
も
実
施
さ
れ
て
、
国
追
跡
に
つ
い
て
は
か
な
り
明
確
に
さ
れ

た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　
一
方
、
同
様
に
古
代
に
お
け
る
律
令
約
地
方
髄
度
と
し
て
、
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

地
理
学
的
研
究
の
盛
ん
な
条
黒
綱
は
、
全
国
的
に
復
原
的
研
究
が
進

め
ら
れ
て
、
更
に
は
詳
細
な
分
析
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
大
政
捌
の

研
究
に
お
い
て
も
主
導
約
立
場
を
と
っ
て
こ
ら
れ
た
米
倉
氏
は
、
こ

の
二
つ
の
古
代
歴
史
地
理
学
的
研
究
対
象
の
關
に
密
接
な
関
係
の
あ

る
こ
と
を
想
定
し
て
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
論
を
提
掲
さ
れ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
氏
は
わ
が
国
の
古
代
帝
都
の
位
置
と
そ
の
条
坊
制
半

割
と
が
、
条
毘
制
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
府
と
条
里

制
と
の
間
に
も
同
様
の
関
係
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
。

従
来
そ
の
夜
昼
が
も
っ
と
も
明
確
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
周
防
国
府

の
国
庁
鮭
が
、
そ
の
所
在
す
る
と
こ
ろ
の
佐
波
郡
条
里
の
界
線
に
位

置
し
、
ま
た
方
八
町
と
さ
れ
る
府
域
内
の
方
格
状
説
諭
が
、
周
辺
条

里
の
土
地
割
と
全
く
合
致
す
る
事
実
を
認
め
、
国
府
は
条
里
制
土
地

捌
を
基
準
に
、
そ
の
上
に
計
画
・
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ

れ
た
。
そ
こ
で
、
諸
国
国
府
療
病
を
求
め
る
方
法
と
し
て
、
先
ず
条

里
制
の
復
原
を
考
慮
し
、
そ
れ
ら
の
界
線
を
基
準
に
し
て
、
和
泉
・

若
狭
・
播
磨
・
備
前
・
豊
後
・
肥
後
・
尾
張
な
ど
の
諸
国
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
国
府
堀
の
考
定
を
試
み
、
ま
た
越
前
・
縮
後
に
つ
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

同
様
の
方
法
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
想
定
を
さ
れ
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
肥
前
な
ど
の
よ
う
に
付
近
条
里
と
異
な
る
土
地
割
を

示
す
国
府
遺
堆
の
あ
る
こ
と
も
述
べ
て
、
こ
れ
ら
の
国
府
は
条
里
の

施
行
に
先
立
っ
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
論
さ
れ
た
。

　
こ
の
論
は
国
府
祉
研
究
を
試
み
る
者
に
多
大
の
影
響
を
与
え
、
谷

　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

岡
武
雄
氏
に
よ
っ
て
播
磨
・
紀
伊
、
福
井
好
行
氏
に
よ
っ
て
町
波
、

　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

三
友
圏
五
郎
氏
に
よ
っ
て
上
野
・
下
野
・
安
房
、
水
野
時
二
氏
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

っ
て
美
濃
、
片
由
才
一
郎
氏
に
よ
っ
て
伊
予
な
ど
、
こ
の
立
場
か
ら

国
府
と
条
里
と
の
関
係
が
考
慮
さ
れ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
藤
岡
謙
二
郎
氏
は
批
判
的
で
、
自
身
が
調
査
さ

れ
た
伊
勢
・
土
佐
な
ど
の
場
合
、
国
府
域
の
土
地
劇
が
ほ
ぼ
南
北
方

向
を
と
る
の
に
対
し
、
周
辺
条
里
の
土
地
割
は
異
っ
た
方
紘
を
と
っ

て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
ま
た
米
倉
氏
が
例
と
し
て
挙
げ
た
若
狭
・
越

前
な
ど
で
は
、
顯
府
堆
に
つ
い
て
米
倉
氏
と
は
若
干
異
る
位
置
を
考

定
さ
れ
た
結
果
、
土
地
劇
の
方
位
は
一
致
す
る
が
、
国
府
の
位
置
と
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霧i麿と条里との関係について（木下）

条
里
の
界
線
と
の
間
に
は
、
特
に
密
接
な
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
と

さ
れ
た
。

　
そ
し
て
国
府
と
条
里
と
の
関
係
は
、
米
倉
既
の
説
に
合
致
す
る
場

合
も
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
、
と
考
え
た
方
が
よ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
し
て
、
米
倉
説
の
一
般
性
に
つ
い
て
は
疑
問
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
。

　
米
倉
氏
は
ま
た
、
藤
岡
氏
の
こ
の
批
判
に
対
し
て
は
、
團
府
が
先

に
建
設
さ
れ
た
も
の
に
条
里
と
一
致
し
な
い
も
の
が
多
い
と
思
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
、
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

　
ま
た
両
疵
の
説
と
は
別
個
に
、
鏡
山
猛
氏
は
筑
後
に
お
い
て
国
府

付
近
の
土
地
割
が
正
南
北
方
位
を
と
り
、
周
辺
の
粟
井
郡
一
般
の
条

璽
の
土
地
割
が
北
三
二
〇
三
三
の
方
位
を
と
る
の
に
差
異
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
差
異
に
よ
っ
て
羅
府
域
の
範
闘
を
求
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
こ
と
の
可
能
性
を
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
平
野
邦
雄
幾
は
豊
前
三
蔵

厭
を
考
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
鏡
山
説
に
基
ず
き
、
周
辺
条
黒
と
異

る
方
位
を
示
す
土
地
割
の
あ
る
区
域
に
着
眼
し
て
論
を
進
め
ら
れ
て

　
⑭

い
る
。

　
箪
者
も
諸
先
学
の
膜
尾
に
付
し
て
、
数
ヵ
国
に
お
い
て
調
査
を
行

い
、
ま
た
各
国
毎
の
国
府
研
究
者
諸
氏
に
よ
る
研
究
調
査
の
結
果
の

教
示
を
受
け
る
に
及
ん
で
、
若
干
の
知
見
を
得
た
の
で
、
国
府
と
条

羅
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
さ
さ
．
か
論
述
し
て
み
た
い
。

①
米
倉
氏
に
よ
る
総
括
的
な
も
の
と
し
て
、
「
岡
府
と
条
黒
」
（
『
央
学
研
究
臨
五

　
七
）
、
門
岡
府
と
条
里
・
二
」
（
『
湯
島
大
学
文
学
部
紀
要
縣
九
）
が
あ
り
、
共
に
岡
氏

　
の
著
港
附
東
亜
の
集
落
』
に
取
録
さ
れ
て
い
る
。
燧
別
研
究
で
は
あ
る
が
比
較
研

　
究
的
に
価
値
の
高
い
も
の
と
し
て
、
「
近
江
七
月
の
位
羅
に
就
い
て
」
（
『
考
古
学
』
、

　
六
！
八
）
、
　
「
紀
伊
圏
府
愛
撫
（
門
紀
州
文
化
研
究
』
三
i
二
）
な
ど
が
あ
る
。

②
二
手
氏
に
よ
る
全
甑
的
な
研
究
と
し
て
は
、
岡
氏
編
『
国
府
の
歴
史
地
理
学
的

　
研
究
（
抄
報
）
隔
、
岡
氏
著
『
都
市
と
交
通
路
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
隔
の
第
二

　
編
、
第
一
出
早
「
地
方
撫
郡
箭
と
し
て
の
㎜
團
鰐
の
歴
史
地
理
学
的
一
研
究
」
が
あ
り
、
飼

　
別
研
究
と
し
て
は
「
古
代
の
政
治
地
域
と
隅
府
、
郡
家
と
関
訴
…
美
濃
閣
の
場

　
会
－
」
）
同
氏
著
糧
日
本
歴
史
地
理
序
説
』
所
収
）
、
「
和
衆
園
府
を
巾
心
と
し

　
た
古
代
加
郁
｛
巾
闘
阿
の
歴
山
人
考
古
地
理
学
的
調
査
」
（
叩
考
古
地
理
鱒
宇
一
謄
史
地
理
瀞
†

．
紀
要
烈
繍
所
収
）
、
「
古
代
東
海
一
二
隅
の
地
域
中
心
と
田
府
の
調
査
漏
（
『
立
命
館
文

　
学
』
二
二
三
）
な
ど
が
あ
る
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

③
　
発
掘
調
査
で
国
府
域
金
域
に
わ
た
る
も
の
で
は
周
防
、
照
庁
を
中
心
と
し
た
も

　
の
に
和
泉
・
併
勢
・
伊
豆
・
近
涯
・
上
野
・
陵
雲
（
多
賀
城
）
・
出
羽
（
書
算
構
）
・

　
越
中
・
筑
後
・
肥
後
・
薩
摩
な
ど
が
あ
り
、
特
に
近
江
調
庁
祉
に
つ
い
て
は
、
そ

　
の
艶
要
建
築
跡
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
滋
賀
県
教
育
委
黄
会
文
化
財
保
護
諜

　
珊
滋
賀
県
栗
太
祁
瀬
田
晦
鷹
大
寺
（
推
定
近
江
園
麻
）
遺
跡
調
査
概
要
』
参
照
。

④
　
条
鷺
湖
研
究
に
つ
い
て
は
、
加
総
合
重
信
∵
佐
伯
有
清
両
氏
「
条
黒
丸
研
究
文
献

　
匿
録
（
昭
和
3
4
年
1
2
月
現
在
ご
（
柵
臼
本
歴
史
縣
一
四
八
）
、
落
合
改
信
氏
「
条
璽

　
側
研
究
文
献
欝
録
補
遺
（
昭
和
3
9
年
1
2
臼
現
在
）
」
　
（
哺
9
本
歴
史
』
一
二
閥
）
に

　
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
い
る
。

⑤
荊
掲
、
米
倉
氏
「
国
府
と
条
慰
篇
。

⑥
谷
岡
武
雄
氏
「
箔
川
・
夢
前
娼
流
域
に
お
け
る
条
里
型
地
鋼
の
分
布
と
飾
磨
郡

　
条
坊
の
復
凍
…
播
磨
条
慢
の
研
究
点
弟
一
一
…
報
1
」
（
糊
立
命
館
文
学
臨
一
三
二
）
、
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岡
氏
著
『
平
野
の
開
発
』
紋
録
。
谷
岡
武
雄
氏
「
個
麗
ノ
用
流
域
に
お
け
る
条
里
」

　
（
藤
…
騰
謙
二
郎
氏
編
『
河
谷
の
歴
史
地
理
臨
所
収
）
。

⑦
編
者
好
行
氏
門
縄
波
の
国
鰐
と
其
附
近
の
条
里
」
（
『
徳
島
大
学
学
芸
学
蔀
紀

　
要
（
社
会
科
学
）
』
九
）
、
同
氏
署
『
阿
波
の
歴
史
地
理
・
第
一
』
駁
録
。

⑧
釜
友
圏
五
郎
氏
門
関
東
地
方
の
条
黒
」
（
『
埼
玉
大
学
学
芸
学
蔀
紀
要
（
社
会

　
科
学
）
』
八
）
。

⑨
　
水
野
時
二
氏
「
西
美
濃
の
条
梁
遣
構
…
と
ザ
て
の
歴
史
地
理
学
的
考
察
」
（
『
愛
知
学

　
虻
買
み
八
広
宇
地
理
学
三
焦
口
切
　
一
｝
血
・
一
論
ハ
）
。

⑩
　
片
由
才
一
郎
氏
「
今
治
平
野
の
条
璽
と
伊
予
園
蔚
婦
（
『
人
文
地
理
虫
三
一
二
）
、

　
「
伊
予
照
府
…
の
位
概
」
（
『
伊
予
史
談
隔
一
七
一
、
一
七
三
）
。

⑪
前
掲
、
藤
岡
氏
門
地
方
都
市
と
し
て
の
圏
府
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
」
。

⑫
前
掲
、
米
倉
氏
『
東
亜
の
集
落
臨
工
三
五
二
≡
六
頁
。

⑬
盟
鏡
山
猛
氏
『
北
九
州
の
古
代
遺
鞍
一
墳
墓
・
集
落
・
都
城
一
』
一
八
一
工
頁
。

⑭
　
平
野
邦
雄
氏
「
儀
前
の
条
婁
と
国
府
－
古
代
政
瀦
勢
力
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て

　
…
」
（
『
九
州
工
業
大
学
研
究
報
告
（
人
文
・
社
会
科
学
V
肺
六
）
。

二

　
ま
ず
、
米
倉
氏
が
推
論
を
試
み
ら
れ
た
前
記
諸
国
と
、
氏
の
説
に

従
っ
た
他
の
三
智
に
よ
る
数
ヵ
国
の
圏
府
に
つ
い
て
、
そ
の
後
に
お

い
て
よ
り
明
確
に
さ
れ
た
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
前
述
の
若
狭
・
越
前

の
他
に
次
の
諸
勢
が
あ
る
。

　
尾
張
の
場
合
　
尾
張
国
府
の
跡
を
と
ど
め
る
も
の
と
し
て
、
稲
沢

市
に
国
府
宮
町
が
あ
り
、
国
衙
の
小
字
名
と
国
府
宮
と
呼
ば
れ
る
総

社
大
国
霊
神
社
と
が
存
在
す
る
。

　
米
倉
氏
は
中
島
郡
の
条
里
の
界
線
を
基
準
に
、
方
二
町
の
国
庁
を

北
辺
中
央
に
お
く
方
八
町
の
豊
能
を
想
定
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
、
条

の
界
線
が
海
域
の
北
縁
を
限
り
、
里
の
界
線
が
府
域
の
南
北
中
心
線

と
な
り
、
国
庁
域
内
に
国
衙
の
小
字
を
含
む
こ
と
に
な
る
。

　
一
方
、
尾
張
の
歴
史
地
理
的
研
究
を
つ
づ
け
て
い
ら
れ
る
水
野
時

二
茂
は
、
最
初
は
米
倉
氏
の
説
に
従
っ
て
、
小
字
国
衙
の
付
近
一
帯

の
土
地
割
も
条
璽
の
そ
れ
に
従
う
も
の
と
し
て
記
述
す
る
と
こ
ろ
が

　
　
　
⑮

あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
研
究
の
結
果
、
三
宅
川
の
河
道
に
囲
ま
れ
、

小
字
国
衙
を
野
辺
中
央
に
、
総
覧
を
東
辺
に
お
く
ほ
ぼ
方
八
町
の
地

域
の
土
地
割
が
、
北
約
九
度
東
の
方
位
を
示
し
て
、
ほ
ぼ
議
事
北
方

位
を
と
る
条
里
制
土
地
割
と
は
異
る
事
実
を
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
国

分
僧
尼
両
寺
の
遺
購
も
条
里
制
土
地
割
に
合
致
す
る
よ
う
に
は
思
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

れ
な
い
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

　
肥
後
の
場
合
　
熊
本
市
出
水
町
に
国
府
の
地
名
が
残
り
、
米
倉
氏

は
そ
の
本
村
を
国
里
蛙
と
し
、
方
二
町
の
国
乱
を
中
央
に
お
く
方
案

町
の
府
域
を
想
定
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
、
国
府
所
在
の
託
麻
郡
条
里

の
界
線
は
方
工
町
と
す
る
国
庁
域
の
西
縁
と
南
縁
を
そ
れ
ぞ
れ
通
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
米
倉
氏
自
身
の
そ
の
後
の
調
査
で
は
、
条
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里
の
土
地
割
が
北
約
五
度
西
の
方
位
を
と
る
の
に
対
し
、
国
府
域
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

そ
れ
が
ほ
ぼ
正
南
北
方
位
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

更
に
松
本
雅
明
氏
は
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
国
庁
跡
を
ほ
ぼ
米
倉
氏

と
同
位
置
に
確
認
さ
れ
、
そ
の
方
位
が
北
O
・
七
度
西
を
示
し
て
、

託
麻
郡
条
里
の
土
地
割
と
異
る
こ
と
を
説
明
し
て
、
は
じ
め
に
条
里

が
あ
り
、
そ
の
上
に
別
個
に
国
府
が
建
設
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
ら

　
⑲

れ
る
。

　
播
磨
の
場
合
　
播
磨
国
府
の
跡
を
と
ど
め
る
も
の
と
し
て
は
、
姫

路
市
街
の
東
部
に
国
府
寺
町
の
地
名
と
、
播
磨
総
桂
と
が
あ
る
が
、

米
倉
義
は
こ
の
墨
黒
に
、
飾
磨
郡
条
里
を
東
西
に
区
分
す
る
基
準
線

が
、
北
塁
塞
〇
度
東
の
方
位
を
と
っ
て
通
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の

基
準
線
と
こ
れ
に
直
角
に
交
叉
す
る
九
方
（
坊
）
線
と
の
交
点
を
中
心

に
、
福
二
町
の
国
樹
と
方
八
町
の
国
府
域
を
想
定
さ
れ
た
。
谷
岡
武

雄
茂
も
条
里
と
国
府
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
岡
様
の
考
え
を
述
べ
て
い
ら

　
　
⑳

れ
る
が
、
条
里
の
復
原
に
つ
い
て
も
、
閣
府
想
定
地
も
米
倉
氏
の
そ

れ
と
は
若
干
の
差
異
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
藤
岡
謙
二
郎
既
は
姫
路
市
街
と
そ
の
周
辺
地
域
に
わ
た
っ
て
、
方

位
を
異
に
す
る
三
種
の
土
地
割
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、

そ
れ
ら
を
条
里
に
対
し
て
、
国
府
の
条
坊
、
城
下
町
の
学
割
が
そ
れ

そ
れ
異
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
し
、
条
里
と
国
府
の
土
地
割
が
無
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

係
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

　
尚
、
播
磨
国
府
肚
に
つ
い
て
は
若
干
の
私
見
が
あ
る
の
で
後
記
し

た
い
。

　
備
前
の
面
容
　
現
在
岡
山
市
域
に
入
る
旧
上
道
郡
高
島
村
の
地
に

国
府
市
場
の
集
落
が
あ
り
、
国
庁
堤
と
さ
れ
る
小
字
士
長
に
国
長
宮

が
、
そ
の
北
方
の
舐
園
に
総
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
が

上
道
郡
に
属
し
て
い
た
の
に
恐
し
、
『
和
名
抄
』
に
は
「
国
府
在
御
野

郡
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
誤
記
説
と
郡
界
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

動
説
と
が
行
わ
れ
て
き
た
。
両
郡
は
旭
川
の
河
道
を
郡
界
と
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
平
賀
元
義
氏
の
説
以
来
は
河
道
流
路
の
変
遷
に
と
も

な
う
郡
界
移
動
説
が
重
き
を
な
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
三
州
の
旧

流
路
は
国
府
の
東
を
め
ぐ
っ
て
い
て
、
国
府
域
は
豊
野
郡
に
属
し
て

い
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
米
倉
疑
も
こ
の
説
に
従
っ
て
、
旭
川
西

岸
に
残
る
御
野
郡
条
里
を
復
原
し
、
こ
れ
を
現
在
の
東
岸
に
延
長
し
、

そ
の
条
里
の
界
線
を
基
準
に
国
府
域
を
想
定
さ
れ
た
。
国
憲
営
を
含

む
方
二
町
の
国
庁
焼
を
北
辺
中
央
に
す
る
方
八
町
の
地
域
で
あ
る
。

こ
の
場
倉
条
里
の
東
西
界
線
は
府
域
の
北
縁
と
な
り
、
爾
北
界
線
は

国
長
宮
の
す
ぐ
東
を
通
る
こ
と
に
な
る
。
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エ
カ
、
『
岡
山
市
史
（
古
代
編
〉
』
に
条
里
、
国
府
に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
執
筆
し
た
石
田
寛
、
巌
津
政
右
衛
門
両
氏
は
、
共
に
国
府
の
位

置
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
そ
の
想
定
位
置
は
若
干
異
？
て
い
る
が
、

条
里
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
特
に
論
及
し
て
は
い
な
い
。
た
だ
石
田

氏
は
遠
野
郡
の
条
里
の
復
原
の
結
巣
、
そ
の
南
北
界
線
は
米
倉
氏
の

そ
れ
よ
り
一
町
西
に
ず
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
石
田
、
巌
津

両
玄
共
に
御
野
・
上
道
両
郡
の
郡
界
移
動
説
を
と
る
も
の
で
あ
る
が
、

後
神
三
千
子
氏
の
最
近
の
研
究
は
、
上
道
郡
条
里
の
土
地
割
が
そ
の

ま
ま
国
府
堤
ま
で
延
長
で
き
る
こ
と
、
特
に
平
野
黒
部
に
お
い
て
は

土
地
割
も
坪
付
も
明
瞭
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
国
府
域
東
方
を
流
れ
る

河
川
嘱
流
路
は
認
め
ら
れ
る
が
、
小
流
で
郡
界
を
作
る
本
流
と
は
考

え
難
い
こ
と
を
挙
げ
て
、
郡
界
移
動
説
に
疑
闇
を
呈
し
、
『
和
名
抄
』

の
誤
記
と
考
定
し
て
い
る
。
こ
の
説
に
従
っ
た
場
合
、
国
府
と
上
道

郡
の
条
里
界
線
と
の
闇
の
関
係
は
特
に
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
備
前
国
府
玩
に
就
い
て
も
若
午
の
私
見
が
あ
る
の
で
後
記
し
た
い
。

　
豊
後
の
場
合
　
大
分
市
古
国
府
に
印
鎗
社
が
あ
り
、
　
こ
の
地
が
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

多
羅
木
儀
一
郎
氏
に
よ
っ
て
国
府
貌
と
認
定
さ
れ
た
。
米
倉
氏
も
ま

た
A
付
近
の
大
分
郡
条
里
を
復
原
し
た
結
果
、
そ
の
界
線
が
ほ
ぼ
同
所

を
通
る
こ
と
を
認
め
、
条
里
界
線
の
交
点
を
中
心
に
方
二
町
の
国
庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藩
　
　
　
　
　
　
藩

と
方
八
町
の
国
府
域
を
想
定
さ
れ
た
。
渡
辺
澄
夫
氏
、
竪
臼
忍
氏
も

ほ
ぼ
同
様
の
登
庁
姫
、
国
府
域
を
想
定
し
て
い
ら
れ
る
。
筆
者
は
現

地
調
査
の
結
果
、
印
鍮
社
付
近
に
は
条
漿
的
土
地
割
が
認
め
ら
れ
ず
、

地
形
的
に
米
倉
氏
の
考
え
る
方
八
町
の
圏
塗
方
を
置
く
に
足
り
な
い

こ
と
、
こ
れ
に
対
し
、
古
属
府
集
落
の
路
村
形
態
が
中
盤
以
前
に
さ

か
の
ぼ
り
う
る
可
能
性
を
有
す
る
こ
と
、
集
落
を
横
切
る
道
路
が
五

町
の
距
離
を
お
い
て
そ
の
両
端
が
そ
れ
ぞ
れ
直
角
に
屈
曲
す
る
こ
と
、

道
路
に
沿
っ
て
人
工
の
濠
状
の
窪
地
の
あ
る
こ
と
、
集
落
の
一
部
に

「
細
工
所
」
の
跡
を
思
わ
せ
る
言
口
な
ど
の
遺
物
が
出
土
す
る
こ
と

な
ど
を
挙
げ
て
、
古
国
府
集
落
を
中
心
と
す
る
方
五
言
が
国
府
域
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
癒

し
て
適
わ
し
い
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
場
合
に
は
土
地
割
は
条
里
と

禽
致
す
る
が
、
そ
の
黒
鍵
と
条
里
界
線
と
に
は
特
に
関
係
は
認
め
難

い
。　

和
泉
の
場
会
　
和
泉
国
府
は
府
中
の
地
名
を
残
す
現
在
の
祁
泉
市

に
五
社
総
量
が
あ
り
、
米
倉
氏
に
次
い
で
藤
岡
謙
二
郎
氏
が
更
に
詳

細
な
研
究
・
調
査
を
行
わ
れ
、
、
羅
蔵
幅
と
国
頭
蛙
に
つ
い
て
は
米
倉

氏
と
ほ
ぼ
同
様
の
結
論
が
得
ら
れ
た
。
た
だ
し
藤
岡
氏
は
圏
府
の
中

心
域
が
必
ら
ず
し
も
条
里
の
界
線
の
交
叉
点
を
利
用
し
て
は
い
な
い

こ
と
を
指
摘
し
て
い
ら
れ
る
。
ま
た
藤
岡
氏
は
域
内
の
一
部
街
路
が
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ほ
ぼ
南
北
方
位
を
示
し
て
、
北
四
二
度
東
を
と
る
条
里
の
土
地
割
と

異
る
こ
と
に
注
臼
し
、
『
和
泉
市
史
』
も
同
様
の
土
地
割
の
存
在
を

　
　
　
　
　
・
讐

指
摘
し
て
い
る
。

　
尚
、
米
倉
、
藤
岡
両
氏
が
共
に
国
庁
鮭
と
し
て
想
定
さ
れ
た
御
篠

山
（
御
館
森
）
の
一
部
は
、
大
阪
府
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
発
掘
調

査
さ
れ
た
が
、
そ
の
結
果
、
国
難
跡
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
建
造
物

の
遺
跡
は
認
め
ら
れ
ず
、
単
に
国
府
関
係
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
る
小
建
造
物
の
｝
部
が
検
出
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
た
だ

し
、
こ
の
建
造
物
の
方
位
は
、
ほ
ぼ
条
里
と
同
方
位
を
示
し
て
い
る
。

　
馳
駆
の
点
画
　
岐
皐
県
不
破
郡
錘
井
町
に
府
中
の
集
落
が
あ
り
、

従
来
よ
り
美
濃
属
府
鮭
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
水
野
時
二
氏
は
米
倉

説
に
よ
っ
て
条
爆
を
復
原
し
、
そ
の
界
線
を
基
準
に
方
八
町
の
国
府

域
を
想
定
さ
れ
た
。

　
一
方
、
藤
隅
謙
二
郎
氏
は
府
中
集
落
を
南
北
に
貫
ぬ
く
道
路
を
朱

雀
路
と
し
て
こ
れ
を
中
軸
に
、
ま
た
闘
庁
跡
と
の
伝
承
を
有
し
、
古

瓦
を
出
土
す
る
安
立
寺
の
位
澄
を
中
心
と
し
て
、
方
八
町
の
府
域
を

想
定
さ
れ
た
が
、
こ
の
場
合
、
そ
の
東
西
縁
辺
に
沿
っ
て
土
塁
跡
と

思
わ
れ
る
も
の
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
垂
井
町
の
市
街
の
南
方
に
同
様
に
方
々
状
土
地
割
を
示
す

方
八
町
域
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
古
瓦
を
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
氏

は
こ
れ
を
不
破
郡
家
と
解
し
、
駅
路
と
根
川
を
隔
て
て
対
象
的
位
置

に
国
府
と
郡
家
が
対
応
し
て
立
地
し
、
そ
の
中
間
に
駅
家
を
想
定
さ

れ
た
。

　
こ
の
場
合
、
前
述
の
水
野
氏
の
条
里
の
復
原
に
従
え
ば
、
水
野
氏

が
園
府
の
中
心
線
と
想
定
さ
れ
た
条
里
の
界
線
と
、
藤
岡
氏
の
国
府

朱
雀
路
と
は
二
町
、
郡
家
中
心
線
と
は
一
町
の
差
を
生
ず
る
こ
と
に

な
る
。

　
下
野
の
場
合
　
栃
木
市
域
東
部
に
国
府
・
古
韻
府
・
大
宮
・
惣
社
・

印
役
な
ど
の
地
名
が
あ
り
、
総
社
が
縄
ら
れ
る
が
、
か
な
り
広
範
な

地
域
に
わ
た
っ
て
い
て
、
従
来
下
野
国
府
の
遺
玩
は
明
確
で
は
な
か

っ
た
。
伝
承
に
よ
れ
ば
、
大
字
国
府
に
あ
る
勝
光
寺
の
境
内
が
国
管

堆
と
さ
れ
て
お
り
、
一
方
、
大
島
延
次
郎
氏
は
地
名
を
主
と
し
て
大

字
惣
社
地
域
に
推
定
さ
れ
た
が
、
特
に
具
体
的
な
府
域
や
国
庁
坑
に

つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
膨

　
三
友
閏
五
郎
氏
は
関
東
の
条
盤
を
復
原
し
て
、
こ
の
地
方
の
条
里

の
薦
北
基
準
線
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
総
社
を
通
る
こ
と
に
よ
り
、

米
倉
説
に
よ
っ
て
、
総
社
の
南
に
国
府
塩
を
考
定
さ
れ
た
。

　
筆
者
は
、
三
友
氏
も
指
摘
し
て
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
大
宮
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の
土
地
割
が
北
約
一
五
度
東
を
と
っ
て
い
て
付
近
↓
般
の
南
北
に
走

る
土
地
割
と
異
る
こ
と
、
し
か
も
方
八
町
の
き
わ
め
て
明
確
な
区
画

を
作
る
こ
と
、
道
路
が
方
八
町
域
の
中
央
を
貫
ぬ
き
、
そ
の
東
西
野

縁
で
直
角
に
屈
折
す
る
こ
と
、
印
役
（
印
鍮
）
の
地
名
が
近
く
に
あ

る
こ
と
、
前
記
勝
光
寺
の
旧
地
が
親
鍵
町
域
の
東
に
接
し
て
い
て
、

勝
光
寺
は
他
の
諸
国
に
お
い
て
国
府
に
き
わ
め
て
関
係
の
深
い
寺
院

名
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
大
宮
の
方
八
町
域
を
国
府
域
と

考
え
た
。
尚
、
大
宮
の
地
名
に
つ
い
て
は
大
島
氏
も
注
意
を
う
な
が

し
て
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
尚
、
国
府
関
係
地
名
が
広
範
囲
に

わ
た
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
府
の
移
転
が
考
慮
さ
れ
、
特

に
承
平
天
慶
の
強
将
門
の
乱
は
そ
の
一
契
機
で
あ
っ
た
ろ
う
と
し
た
。

　
以
上
に
よ
れ
ば
、
米
倉
氏
と
二
二
氏
が
国
府
を
条
里
と
の
関
係
に

お
い
て
、
そ
の
位
置
を
考
定
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
そ
の
半
数
は
方

位
の
差
異
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
条
里
界
線
と
国
庁
趾
と
の
関
係
の
点

で
も
、
特
別
の
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
も
の
が
多
い
よ
う
で

あ
る
。

　
⑮
　
水
野
時
二
氏
『
尾
張
の
歴
史
地
理
（
上
編
）
隔
六
二
～
六
六
頁
。

　
⑯
水
野
時
二
氏
『
毘
張
蟹
府
図
』
（
未
師
表
）
。

⑰
　
前
掲
、
承
野
氏
『
尾
張
の
歴
史
地
理
（
上
編
）
隔
六
七
～
六
八
頁
。
し
か
し
、
扇

　
分
僧
寺
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
発
掘
調
査
の
結
果
は
、
ほ
ぼ
南
北
方
位
を
と
る

　
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

⑱
　
米
倉
工
郎
氏
「
九
州
の
条
里
」
（
『
九
州
ア
カ
デ
ミ
ー
』
一
）
。

⑲
松
本
雅
明
氏
「
肥
後
の
図
三
一
託
麻
圏
府
境
発
掘
調
査
報
身
…
」
（
『
古
代

　
文
化
』
一
七
一
三
）
。

⑳
　
前
掲
、
谷
岡
氏
「
市
廻
・
夢
前
川
流
域
に
お
け
る
条
黒
型
地
鯉
の
分
布
と
播
磨

　
醐
飾
磨
郡
条
坊
の
復
原
」
。

⑳
藤
岡
謙
二
郎
氏
「
原
始
酌
国
象
の
誕
生
と
律
令
的
官
僚
国
家
の
完
成
輪
（
浅
香

　
幸
雄
氏
編
…
『
刊
本
の
歴
史
地
理
馳
所
収
）
霊
九
頁
。

⑫
　
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
『
岡
虫
宙
史
（
古
代
編
）
』
所
載
の
石
田
寛
氏
「
岡
山

　
市
域
の
条
里
」
、
…
厳
重
敗
右
衛
門
」
氏
門
備
前
園
磨
」
に
そ
れ
ぞ
れ
灘
貯
し
い
。

鐙
　
後
神
～
二
千
子
氏
門
岡
由
単
野
に
お
け
る
古
代
暴
観
の
復
原
」
（
『
立
命
館
文
学
臨

　
二
四
六
）
。

⑳
　
久
多
羅
木
儀
一
郎
氏
「
鷺
後
唄
府
庁
域
」
（
『
大
分
県
史
蹟
瑞
勝
天
然
記
念
物
調

　
査
報
告
書
駈
八
）
。

㊧
　
渡
辺
澄
夫
氏
「
国
府
聴
代
」
（
『
大
分
市
央
』
上
巻
）
。

㊧
　
勝
劉
忍
氏
「
盤
後
ハ
の
國
府
」
　
（
晶
朋
掲
、
藤
…
岡
氏
編
『
岡
府
の
歴
史
地
理
学
的
研

　
究
（
抄
報
）
』
所
収
）
。

⑳
拙
稿
「
古
代
集
落
と
交
逓
路
i
l
穣
令
都
市
、
特
に
降
府
の
形
態
に
つ
い
て

　
一
」
（
『
社
会
科
学
馳
一
）
。

⑳
　
前
掲
、
藤
岡
氏
「
和
泉
国
府
を
中
心
と
し
た
古
代
都
市
醐
の
歴
史
考
古
地
理
学

　
的
調
査
」
。

⑳
　
　
『
和
泉
市
史
』
第
～
巻
、
　
｝
四
九
頁
。
一
曇
翻
壼
一
氏
の
執
笠
に
よ
る
。

⑳
　
大
阪
府
数
育
委
員
会
『
和
泉
騒
府
跡
発
掘
調
査
概
要
臨
。

⑳
　
前
掲
、
水
野
氏
「
酉
美
濃
の
条
里
遺
構
と
そ
の
歴
史
地
理
学
的
考
察
扁
。

⑫
　
前
掲
、
藤
岡
氏
「
古
代
の
政
治
地
域
と
国
府
、
郡
家
と
関
所
i
美
濃
園
の
場

80　（710）
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倉
…
…
」
。

噂
霧
査
史
蹟
名
奨
然
慧
物
調
査
讐
暴
三
韓
、
参
照
。

⑭
　
大
島
延
次
郎
氏
「
下
野
国
府
の
、
所
在
地
考
し
（
『
魚
澄
先
生
齎
稀
記
念
醒
史
学
論

叢
』
所
収
）
。

湧
　
前
掲
、
三
友
氏
門
関
東
地
方
の
条
塁
」
。

⑳
前
掲
、
拙
稿
門
古
代
集
落
と
交
通
路
」
。

三

　
こ
の
節
に
お
い
て
は
筆
者
が
自
ら
調
査
を
試
み
た
諸
国
に
つ
い
て
、

検
討
を
す
す
め
て
み
た
い
。

　
筆
者
は
羅
府
、
特
に
律
令
制
盛
行
期
の
国
府
の
遺
祉
考
定
の
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

的
条
件
に
つ
い
て
若
干
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
項
尉
の
み
を

列
挙
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ω
　
国
内
の
中
央
部
よ
り
は
都
に
近
い
側
に
偏
心
し
て
位
印
す
る

こ
と
が
多
い
。

　
②
　
圏
内
の
生
産
中
心
地
で
あ
る
平
野
部
に
あ
り
、
周
辺
に
条
里

．
制
の
遺
構
を
み
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
偶
　
駅
路
に
沿
う
。

　
ω
　
河
川
に
沿
う
。

　
㈲
　
臨
海
国
の
場
合
、
国
津
・
国
府
津
を
伴
う
。

　
㈲
　
関
係
地
名
を
残
す
。

　
⑦
関
係
桂
寺
を
伴
う
。

　
⑧
　
方
五
町
～
方
八
町
の
府
域
内
に
条
坊
的
方
格
状
土
地
割
を
存

す
る
。

　
⑨
　
国
庁
域
及
び
濁
府
域
周
縁
に
三
三
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
が
あ
る
。

　
⑯
　
遺
物
・
遺
跡
の
残
存
が
認
め
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
を
綜
合
し
て
、
そ
の
多
く
を
充
足
す
る
地
に
国
府
塊
を
認

定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
認
定
地
に
つ
い
て
条
里
と
の

関
係
を
考
慮
し
た
。
・

　
1
　
阿
波
の
場
会
（
第
一
図
参
照
）

　
現
在
、
徳
島
市
域
に
入
っ
て
府
中
（
こ
う
）
の
地
名
が
残
り
、
総

纏
　
　
　
　
⑲

社
と
印
鍮
社
と
が
配
祀
さ
れ
、
近
隣
の
地
に
国
分
両
寺
の
遺
跡
も
存

在
す
る
の
で
、
国
府
祉
を
こ
の
地
に
求
め
る
こ
と
は
ま
ず
闊
題
の
な

い
事
実
で
あ
る
。

　
国
庁
跡
と
し
て
は
、
①
字
城
ノ
内
・
御
所
池
付
近
、
②
摩
尼
木
付

近
、
③
印
鍮
社
地
な
ど
が
古
く
か
ら
想
定
さ
れ
て
い
た
。

　
国
府
域
に
つ
い
て
は
、
田
所
市
太
・
中
井
伊
与
太
両
氏
に
よ
り
、

印
鍮
…
被
を
ほ
ぼ
中
心
と
し
て
南
北
方
位
の
方
格
状
土
地
割
を
示
す
方
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一
8
g
「
『
比
愚
計

，

｝撚
　　　寺
大
　　ヨ
溝l

　　L．，暫

　　　ロ　　ゆ
　　選臥＿

大
溝

　
　
粁
天
神
社

石
紹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

八
町
域
が
想
定
さ
れ
た
が
、
米
倉
説
に
従
っ
て
条
里
鯛
と
の
関
係
か

ら
国
府
坑
を
追
求
さ
れ
た
福
井
好
行
氏
は
、
北
約
一
〇
度
西
の
方
位

を
と
る
条
里
の
土
地
割
に
合
致
し
な
い
田
所
・
中
井
説
を
排
さ
れ
た
。

氏
は
付
近
名
方
郡
一
帯
の
条
璽
を
復
原
し
、
　
一
九
条
と
二
〇
条
の
界

線
が
、
印
鎗
社
地
の
東
を
通
り
、
六
里
と
七
里
の
界
線
が
い
わ
ゆ
る

伊
予
街
道
と
な
っ
て
、
＋
字
路
を
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

作
る
こ
の
交
点
を
中
心
に
条
里
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
2

地
割
に
沿
う
三
八
町
域
を
濁
府
域

に
想
定
さ
れ
た
。
し
か
し
て
、
こ

の
交
点
の
北
酉
の
方
一
町
（
一
九

条
七
盤
六
坪
）
を
占
め
る
紅
焔
社
地

を
鼠
庁
の
瀟
庁
、
北
菓
の
方
一
町

　
（
二
〇
条
七
日
一
坪
）
の
大
坊
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

を
東
庁
に
擬
定
さ
れ
た
。

　
　
筆
者
は
空
中
写
真
、
一
万
分

の
一
徳
島
帯
地
図
、
地
籍
鐵
な
ど

に
よ
っ
て
、
土
地
割
を
詳
網
に
検

討
し
た
結
果
、
こ
の
地
域
一
帯
に

ほ
ぼ
幣
北
方
位
を
と
る
土
地
割
が
、

北
約
一
〇
度
西
を
示
す
条
里
舗
土
地
割
に
重
複
し
て
存
在
す
る
こ
と

を
認
め
た
。
こ
の
場
脅
南
北
の
そ
れ
が
新
府
の
条
坊
と
し
て
適
当
な

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
田
所
・
中
井
澗
氏
の
想
定
は
、
こ
の
南

北
方
位
の
土
地
割
を
認
め
て
行
わ
れ
た
も
の
と
懇
わ
れ
る
が
、
福
井

氏
は
米
倉
説
に
則
し
て
、
か
え
っ
て
誤
ま
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う



躍府と条墨との関係について（木下）

か
。

　
な
お
、
空
中
写
真
に
よ
れ
ば
、
国
分
僧
専
及
び
尼
寺
遺
跡
地
に
も

条
里
土
地
割
と
異
な
る
、
ほ
ぼ
愈
愈
方
位
を
と
る
土
地
割
の
存
在
が

う
か
が
わ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
土
地
割
の
重
複
を
考
慮
す
れ
ば
、
条
里
置
土
地
割
の
施

行
後
、
南
北
方
位
を
と
る
国
府
、
国
分
爾
寿
の
占
地
が
行
わ
れ
た
と

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
前
記
幅
井
氏
が
六
条
と
七
条
の
界
線
と
し

た
伊
予
街
道
は
、
国
府
域
を
斜
め
に
横
切
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
れ

ば
、
条
墨
土
地
割
が
先
行
す
る
と
考
え
た
い
。

　
府
域
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
は
、
送
料
に
乏
し
く
瞬
難
で
あ

る
が
、
字
界
や
水
路
、
ま
た
米
倉
疑
が
近
江
国
府
載
の
設
定
に
当
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
注
臼
さ
れ
た
、
府
域
の
閣
隅
に
神
社
が
配
翻
さ
れ
た
と
す
る
購
象

を
参
考
に
す
れ
ば
、
天
神
社
を
西
南
隅
に
、
田
所
・
中
井
説
よ
り
北

に
二
転
ず
ら
し
た
方
八
晦
の
府
域
を
想
定
し
た
い
。

　
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
府
域
を
方
雨
注
と
す
る
特
鯛
な
根
拠
は
な

い
が
、
こ
の
土
地
割
は
ほ
ぼ
東
西
八
町
、
南
北
一
二
町
に
わ
た
り
、

一
般
に
国
府
域
が
方
形
と
さ
れ
る
の
で
、
東
西
幅
の
八
町
を
基
準
と

し
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
府
域
の
西
洋
は
、
ほ
ぼ
大
溝
と
呼
ば
れ
る
灌
概
水
路
に
よ
っ
て
限

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
西
限
に
あ
っ
て
総
社
（
惣
社
八
幡
と
称
す
る
）

を
境
内
に
祀
る
観
音
寿
か
ら
、
そ
の
北
の
字
法
案
寺
に
か
け
て
も
、

一
部
に
府
帳
面
地
割
の
延
長
が
認
め
ら
れ
る
。

　
国
庁
跡
と
し
て
は
、
筆
者
は
徳
島
市
役
所
麟
府
支
所
保
管
の
地
籍

図
に
認
め
ら
れ
る
竹
籔
（
現
存
し
な
い
）
が
、
前
述
の
南
北
土
地
割
に

そ
っ
て
三
ケ
所
（
第
一
図
⑧
部
）
に
あ
り
、
そ
の
東
霞
の
間
隔
が
二
町
、

南
北
が
三
町
あ
る
こ
と
に
注
忘
し
た
。
園
庁
の
築
垣
の
遺
存
を
思
わ

し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
国
庁
域
と
す
れ
ば
、
そ
の
爾
前
面
に

印
鍮
が
、
北
背
面
に
字
城
ノ
内
の
国
庁
比
定
地
が
あ
る
。
城
ノ
内
で

は
建
物
の
基
壇
に
使
用
さ
れ
た
と
纏
わ
れ
る
凝
灰
岩
が
出
土
す
る
こ

と
か
ら
、
国
府
町
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
「
麟
府
庁
玩
㎏
の
標
柱
が

た
て
ら
れ
て
い
る
が
、
国
庁
鮭
で
な
い
と
す
れ
ば
、
國
司
館
と
考
え

て
も
妥
当
な
関
係
配
置
と
な
ろ
う
。

　
想
定
府
域
内
に
お
け
る
遺
物
の
残
存
に
つ
い
て
は
十
分
に
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
現
地
在
住
の
藤
井
哲
四
郎
氏
の
御
教
示
に
よ

れ
ば
、
前
記
の
凝
灰
岩
以
外
で
は
、
府
厳
粛
北
隅
に
近
い
字
長
楽
寺

よ
り
布
遠
藤
・
土
師
器
な
ど
を
出
土
し
た
由
で
あ
る
。

　
3
　
安
房
の
場
合
（
第
二
図
参
照
）

　
安
房
国
府
は
『
和
名
抄
』
に
「
国
府
在
平
群
郡
扁
と
あ
り
、
千
葉
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県
館
山
市
北
郊
の
安
房
郡
三
芳
村
に
大
字
府
中
が
あ
り
、
旧
の
平
群

郡
に
属
す
る
こ
と
よ
り
、
古
く
か
ら
こ
の
地
に
比
定
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
周
辺
地
域
に
は
条
里
制
土
地
割
の
遺
構
が
分
布
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

三
友
国
五
郎
氏
の
論
説
や
『
干
葉
県
史
料
（
原
始
古
代
編
一
安
房
国
）
』

な
ど
に
、
そ
の
研
究
・
調
査
・
復
原
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

平
野
を
弧
状
に
走
る
砂
丘
列
や
丘
陵
な
ど
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
て
い

周
辺
条
里
の
そ
れ
と
は
異
っ
て
い
る
。

お
い
て
拓
北
に
西
速
し
、

い
る
。
こ
の
道
路
を
軸
と
し
て
東
西
に
細
帯
諸
縁
ず
つ
の
方
面
町
域

を
と
れ
ば
、
そ
の
東
縁
は
田
問
の
小
径
に
舎
致
し
、
西
縁
は
平
久
里

川
に
面
す
る
段
丘
状
の
崖
線
に
ほ
ぼ
合
致
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
西

北
隅
は
平
久
型
川
の
旧
流
路
に
よ
っ
て
け
ず
ら
れ
て
い
て
、
整
正
盛

る
。
そ
の
土
地
割
の
方
位
は
地
域
に
よ
っ
て

若
干
異
る
が
、
大
部
分
の
地
域
で
は
北
約
八

度
東
を
示
し
て
お
り
、
三
芳
村
域
の
土
地
も

ほ
ぼ
こ
れ
に
属
し
て
い
る
。

　
一
二
友
氏
は
米
倉
説
に
従
っ
て
、
条
翌
を
復

原
し
て
国
府
の
位
置
を
求
め
れ
ば
、
現
在
の

府
中
部
落
の
南
…
端
が
そ
の
位
概
に
あ
た
る
、

と
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
府
中
部
落
は
平
久
里
川
（
湊
川
と

も
い
う
）
に
沿
う
砂
丘
上
に
立
地
す
る
が
、

集
落
は
館
山
よ
り
上
総
方
面
に
通
じ
る
道
路

に
沿
っ
て
約
五
町
の
路
村
を
作
っ
て
い
る
が
、

そ
の
方
位
は
講
掛
三
度
西
を
示
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
こ
の
道
路
は
集
落
の
南
端
に

　
ま
た
北
端
に
お
い
て
は
東
北
に
斜
慨
し
て
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国府と条盤との開係について（本下）

形
と
は
な
ら
な
い
。

　
こ
の
内
域
を
一
町
毎
の
方
許
状
区
画
に
畑
島
す
れ
ば
、
所
々
に
そ

れ
ぞ
れ
こ
れ
に
合
致
す
る
土
地
割
線
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た

路
村
部
の
集
落
も
道
路
の
両
側
に
そ
れ
ぞ
れ
善
事
町
ず
つ
を
占
め
て

　
　
　
　
　
　
⑭

い
て
、
豊
後
国
府
の
そ
れ
に
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

路
村
形
そ
の
も
の
は
、
集
落
が
多
く
砂
丘
上
に
立
地
す
る
こ
の
地
方

で
は
一
般
的
な
形
態
で
、
府
中
集
落
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。

　
集
落
の
東
方
は
低
湿
地
で
水
量
地
帯
と
な
っ
て
い
る
が
、
方
五
町

域
内
に
属
す
る
部
分
に
、
北
約
八
度
策
方
位
を
と
る
条
里
制
土
地
鶴

と
の
重
複
が
認
め
ら
れ
、
二
種
の
土
地
割
が
異
っ
た
時
期
に
施
行
さ

れ
た
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
。

　
二
種
の
土
地
割
の
先
後
は
、
に
わ
か
に
決
定
し
が
た
い
が
、
綴
府

域
内
に
条
里
制
土
地
糊
を
施
行
し
た
と
は
考
え
が
た
い
の
で
、
町
波

の
場
合
と
同
様
、
条
里
棚
土
地
割
が
先
行
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
国
庁
跡
と
の
伝
承
を
有
す
る
宝
珠
院
は
、
府
域
の
西
側
中
央
の
区

域
を
占
め
て
南
面
し
て
い
る
が
、
特
に
遺
跡
・
遺
物
は
明
ら
か
で
な

い
。
そ
の
頭
北
部
に
八
坂
神
社
が
縄
ら
れ
、
鎮
守
と
な
っ
て
い
る
。

　
集
落
の
南
端
中
央
よ
り
や
や
西
に
よ
っ
て
、
八
幡
を
祀
る
小
祠
が

あ
る
が
、
国
府
八
幡
の
名
残
り
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
域
内
西
北
隅
の

一
爾
は
字
山
ノ
神
で
、
特
に
枇
祠
は
見
当
ら
な
い
が
、
近
江
国
府
の

東
南
隅
に
山
神
の
小
気
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
に
対
応
さ
れ
る
。
そ

れ
ら
の
位
置
は
爾
国
府
域
内
の
最
高
所
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
想
定

府
域
爽
北
隅
に
あ
た
る
字
番
場
に
は
本
織
神
社
が
麗
ら
れ
る
が
、
東

南
隅
に
は
字
八
幡
田
、
西
南
隅
に
は
住
吉
と
神
祉
に
関
す
る
地
名
は

残
る
が
、
特
に
社
祠
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
諸
国
に
認
め
ら

れ
る
よ
う
な
総
社
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
墨
画
も
全
く
不
明
で
あ
る
。

國
分
野
瀬
は
府
中
の
南
約
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
館
山
市
闘
分
に
比
定

さ
れ
て
い
る
。

　
想
定
騨
府
域
に
沿
う
平
久
雄
州
は
小
流
で
は
あ
る
が
、
河
口
よ
り

三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
水
運
に
利
用
し
得
た
と
思

わ
れ
、
河
口
に
あ
た
る
館
山
市
湊
は
国
府
湊
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

よ
う
。
こ
の
地
の
鶴
谷
八
幡
宮
が
府
中
八
幡
宮
を
遷
し
た
も
の
と
さ

れ
て
い
る
の
も
、
顯
府
と
の
関
係
の
深
い
こ
と
を
も
の
語
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
対
岸
の
正
木
は
旧
は
白
浜
郷
と
称
さ
れ
、
『
延
喜
式
』

の
白
浜
駅
の
一
比
定
地
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
こ
れ
ら
の
地
が
水
睦

交
通
の
要
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
考
定
し
た
安
房
国
府
肚
に
お
い
て
も
、
国
府
と
条

里
の
問
に
は
特
に
深
い
関
係
は
存
在
し
な
い
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
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3
　
墾
前
の
場
会
（
第
三
図
一
・
二
参
照
4

　
豊
前
図
府
に
つ
い
て
は
、
　
『
和
名
抄
』
に
「
国
府
在
京
郡
鵜
」
と

あ
る
が
、
仲
津
郡
に
属
す
る
園
分
寺
の
近
く
に
総
挫
か
祀
ら
れ
る
こ

と
よ
り
、
こ
こ
に
国
府
を
求
め
る
考
え
が
一
般
て
、
　
『
和
名
抄
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

記
述
は
誤
り
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
き
た
。

脇
田
、
’
凶
記
憶
命
／
恥
顎
ら
“
蟹
、
鶴
．
湾
ス
、
・
》
身

醜
罵
斗
、
謄
製

　
平
野
邦
雄
氏
は
、
京
鄙
郡
に
属
す
る
津
熊
（
現
在
、
行
橋
市
に
含
ま

れ
る
）
付
近
の
ほ
ほ
一
Q
町
四
方
は
か
り
の
地
域
か
、
南
北
方
位
を

と
る
条
里
制
土
地
割
に
対
し
て
、
北
約
二
五
痩
西
の
方
位
を
と
る
こ

と
に
韓
藍
し
、
同
地
に
概
ら
れ
る
恒
富
八
幡
を
国
府
八
二
と
解
し
、

ま
た
こ
れ
が
条
璽
の
基
線
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

　　

地
に
初
期
の
国
府
を
想
定
し
、
後
に
沖
津
静
電

⑰場
（
堤
貫
、
行
橋
溜
に
含
褒
薫
る
）
に
移
転
し
た

と
す
る
、
き
わ
め
て
興
味
、
探
い
見
解
を
発
表
さ

　
⑱

れ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
米
倉
氏
は
南
北
旧
記
を
と
る

条
里
鯛
の
土
地
割
に
対
し
て
、
園
胸
域
が
西
写

方
薩
を
と
る
こ
と
の
意
義
に
疑
問
を
提
し
て
い

ら
れ
る
が
、
同
様
の
例
は
前
記
し
た
よ
う
に
尾

張
に
認
め
ら
れ
、
ま
た
筆
籍
の
考
定
に
よ
る
下

野
の
場
合
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
豊
前
に
お
け
る
平
野
氏
の
説
に
つ

い
て
は
、
筆
者
は
ま
た
別
の
疑
義
を
抱
い
て
い

る
。
第
一
に
は
『
和
名
抄
』
の
国
府
所
在
郡
に

対
す
る
解
釈
て
あ
る
。
氏
は
『
豊
前
志
』
と
同
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i府と条里との閲係について（木下）
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“
　
㌧
』
覧
『
　
…
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鞠

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
、
：
，

’
廼
、
も
…
…
．
．
支
傭
”
、
、
．
」
誹
膚
“
ヨ
，
匠
『
唖
」
－
ー
ー
’
バ
三

准

　
六
反
田

　
松
拝

弧み
前
田

坪

7
／

　　

@　

@　

鐸
秘
薬
到
落

石
ノ
篇

、
窟
・
’
’
’

，

x

s
s

様
に
、
当
初
国
府
は
京
都
郡
に
あ
り
、
後
に
仲
津
郡
に
移
転
し
た
と

考
え
ら
れ
た
。
筆
者
は
『
和
名
抄
』
の
記
載
を
、
一
般
に
い
わ
れ
る

よ
う
に
古
い
蒔
代
の
記
録
に
も
と
ず
い
た
も
の
で
あ
る
と
か
、
特
に

誤
記
が
多
い
と
は
考
え
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
概
述
し
た
こ
と
が

あ
る
が
、
山
城
圏
府
の
例
か
ら
み
れ
ば
、
少
く
と
も
貞
観
三
（
八
六

　
遷

第3－2図　　岡作に想定する豊遊園府激ヒ

こ
年
以
降
の
鷹
府
所
在
地
を
記
し
た
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
，
池
辺
弥
氏
に
よ
れ
ば
、

『
乙
名
抄
』
の
郷
名
も
九
世
紀
頃
の
状
態
を
示

す
も
の
と
さ
れ
、
同
様
の
結
果
を
示
し
て
い
る
。

　
し
か
し
て
、
九
世
紀
中
頃
か
ら
以
降
に
移
転

し
て
新
設
さ
れ
た
国
府
は
、
律
令
制
盛
行
期
の

初
期
の
圏
府
に
比
し
て
、
そ
の
機
能
も
規
模
も

い
ち
じ
る
し
く
縮
小
し
、
し
た
が
っ
て
遺
跡
と

し
て
残
る
こ
と
も
比
較
的
少
い
た
め
に
、
『
和

名
抄
熱
の
國
府
所
在
郡
と
一
二
遺
跡
地
と
の
異

同
に
つ
い
て
疑
義
を
生
ず
る
結
果
と
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
観
点
か
ら
筆
者
は
甲
斐
照
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

の
移
転
に
つ
い
て
論
ず
る
処
が
あ
っ
た
。

　
豊
前
照
府
の
場
合
に
お
い
て
も
、
国
分
寺
と

の
関
係
位
罐
や
地
名
な
ど
を
考
慮
し
て
、
奈
良
時
代
に
仲
津
郡
に
あ

り
、
平
安
中
期
に
は
京
都
郡
内
に
移
っ
て
い
た
と
す
る
も
の
で
、
平

野
氏
と
は
逆
の
立
場
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
第
二
に
は
平
野
氏
が
津
熊
を
繭
府
肚
と
考
定
さ
れ
た
根
拠
に
つ
い

て
で
あ
る
。
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成
が
最
も
注
目
さ
れ
た
土
地
割
の
差
異
は
、
必
ら
ず
し
も
国
府
の

み
に
特
有
の
現
象
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
正
倉
院
文
書
と
し
て
そ
の

絵
図
面
が
残
る
東
大
寺
領
越
前
国
道
守
荘
は
、
弥
永
貞
一
二
氏
の
研
究

で
は
そ
の
条
里
は
越
前
国
足
羽
郡
域
に
一
般
の
、
南
北
方
位
を
と
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

条
里
の
延
長
に
合
致
す
る
よ
う
に
復
原
さ
れ
た
が
、
絵
図
面
と
現
地

形
と
を
詳
細
に
対
比
す
れ
ば
、
若
干
西
に
偏
位
し
、
付
近
条
里
と
合

致
し
な
い
と
す
る
方
が
妥
当
の
よ
う
で
あ
る
。
近
年
、
福
井
大
学
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

中
心
と
す
る
発
掘
調
査
の
結
果
も
、
偏
位
の
状
態
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
ま
た
肥
前
の
条
里
に
つ
い
て
は
米
倉
二
郎
氏
の
復
原
が
あ
る
が
、

佐
嘉
郡
の
湿
掻
地
区
は
ほ
ぼ
南
北
方
位
を
と
る
周
辺
　
般
の
土
地
割

に
紺
し
て
、
約
二
〇
度
西
偏
し
た
方
位
を
示
し
て
い
て
、
大
縮
尺
の

地
図
や
空
中
写
真
に
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
和
名
抄
』

の
蹴
勢
郷
、
ま
た
後
世
の
巨
勢
門
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の

偏
方
位
地
域
こ
そ
が
、
郷
里
・
芸
域
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
郷
荘
域
が
周
辺
条
里
と
異
な
る
方
位
の
土
地
割
を
示

す
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
津
熊
の
場
合
も
、
　
こ
れ
は
延
久
四

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

（一

Z
七
二
）
年
の
文
書
に
現
わ
れ
る
宇
佐
神
宮
領
津
隈
荘
に
あ
た
り
、

道
守
荘
な
ど
と
同
様
に
社
寺
の
経
営
開
墾
に
よ
る
一
円
荘
園
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
津
熊
の
地
が
諸
川
合
流
の
低
湿
地
に
あ
り
、
平
野
氏
の
想
定
す
る

古
代
の
海
岸
線
に
近
く
、
条
里
地
帯
の
低
位
限
界
付
近
に
あ
る
こ
と

も
そ
の
可
能
性
が
大
き
い
。

　
一
般
に
平
野
部
に
あ
る
国
府
は
、
川
に
沿
っ
て
留
口
部
に
近
く
位

置
す
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

　
ま
た
、
恒
富
八
幡
が
条
里
の
起
点
に
当
る
と
す
る
平
野
氏
の
見
解

で
あ
る
が
、
条
里
復
原
の
資
料
が
訳
者
に
八
条
の
字
名
が
残
る
こ
と

唯
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
近
来
条
里
の
復
原
が
進
む
に
つ
れ
て
、
条

里
と
坪
付
の
呼
称
順
序
が
必
ら
ず
し
も
原
鋼
通
り
と
は
し
な
い
例
も

　
　
　
　
　
　
＠

報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
や
や
そ
の
復
原
の
確
実
性
が

薄
弱
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
古
代
政
治
勢
力
や
交
通
路
と
国
府
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
平
野
氏

の
論
は
、
き
わ
て
興
味
深
い
が
、
国
府
坑
考
定
の
直
接
的
根
拠
は
、

憧
富
八
幡
を
鰯
雲
八
幡
と
認
め
る
点
に
の
み
か
か
っ
て
い
て
、
不
十

分
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
仲
津
郡
に
あ
っ
た
と
す
る
圏
府
跡
に
つ
い
て
は
、
　
『
豊
前

志
』
以
来
、
草
場
に
在
庁
屋
敷
と
い
う
地
名
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
国

府
の
跡
で
あ
る
と
す
る
説
が
一
般
で
あ
り
、
平
野
磯
も
平
安
期
の
圏

府
を
一
応
こ
の
地
に
あ
て
て
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
平
野
氏
の
調
査
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隅府と条里との関係について（木下）

に
よ
れ
ば
、
そ
の
地
名
は
存
在
し
な
い
由
で
あ
る
。

　
一
方
、
　
『
豊
前
遠
鏡
』
で
、
国
作
に
御
所
と
い
う
地
名
が
あ
っ
て

国
造
の
居
所
で
あ
っ
た
と
の
伝
承
が
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
米

禽
氏
も
国
作
に
惣
社
が
あ
り
、
一
帯
の
土
地
割
が
北
約
三
五
度
東
方

位
を
と
る
祓
川
流
域
の
条
里
支
出
地
割
に
対
し
て
、
ほ
ぼ
南
北
方
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊦

を
と
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ら
れ
る
。

　
豊
津
町
役
場
保
管
の
大
字
照
作
の
地
籍
図
に
よ
れ
ば
、
前
記
の
御

所
の
地
名
は
現
存
し
な
い
が
、
小
路
・
馬
場
・
大
門
・
基
本
な
ど

の
小
字
名
が
認
め
ら
れ
、
総
栓
（
惣
社
八
幡
と
称
し
て
い
る
。
第
三
一
二

図
⑳
・
）
と
そ
の
西
方
に
碁
聖
弥
神
社
（
第
三
－
丸
紅
⑬
）
と
が
祀
ら
れ
て

い
る
。

　
こ
の
地
域
の
土
地
割
は
北
約
　
○
度
西
方
位
を
と
る
も
の
で
あ
る

が
、
方
総
状
土
地
割
は
明
確
で
は
な
い
。
府
域
と
し
て
は
一
応
方
五
・

～
六
町
が
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
東
縁
は
不
明
確
で
あ
る
。
小
字
翁

に
小
さ
な
杜
が
あ
る
（
第
三
⊥
一
図
◎
）
が
、
東
縁
に
概
か
れ
た
小
祠
の

名
残
か
と
も
思
わ
れ
る
。
空
中
写
真
の
実
体
視
と
現
地
観
察
の
結
果
、

小
字
小
路
か
ら
荒
堀
、
罵
場
か
ら
鳥
居
・
宮
ノ
下
・
幸
ノ
木
に
か
け

て
の
地
域
が
、
わ
ず
か
に
高
く
な
っ
て
い
る
が
、
筆
者
は
字
荒
堀
の

南
端
（
第
三
－
星
図
O
）
と
、
総
社
の
南
側
宇
馬
場
の
小
高
い
畑
地
（
鷲
7

二
図
⑪
）
よ
り
、
多
数
の
土
師
器
・
須
恵
器
の
破
片
を
採
集
し
た
。
宅

地
と
な
っ
て
い
る
字
小
路
を
中
心
に
、
字
馬
場
と
荒
堀
の
遺
物
散
布

地
を
含
む
地
域
を
国
聖
跡
と
想
定
す
れ
ば
、
府
域
の
南
端
に
近
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

北
に
傾
斜
す
る
全
体
の
地
形
か
ら
み
て
、
適
当
な
地
と
考
え
ら
れ
る
。

　
国
作
地
域
一
帯
を
含
む
祓
川
流
域
の
条
里
に
つ
い
て
も
、
平
野
氏

の
復
原
が
あ
る
が
、
そ
の
界
線
と
前
述
の
想
定
国
府
や
顯
庁
と
の
間

に
は
、
特
製
の
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

方
位
は
全
く
異
っ
て
い
る
。

　
4
　
播
磨
の
場
合
（
第
四
図
心
・
二
参
照
）

　
播
磨
国
府
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
米
倉
・
谷
岡
・

藤
岡
の
諸
氏
に
よ
る
研
究
が
あ
る
が
、
筆
者
は
ま
た
若
干
異
る
見
解

を
有
し
て
い
る
の
で
述
べ
て
み
た
い
。

　
善
書
の
所
在
す
る
飾
磨
郡
の
条
里
は
、
北
二
二
度
東
の
方
位
を
示

す
の
に
対
し
、
姫
路
市
街
の
街
路
に
は
、
北
一
六
度
粟
と
北
六
度
東

の
方
位
を
と
る
も
の
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
前
者
は
城
下
町
一

般
の
街
路
と
思
わ
れ
る
。
後
者
は
旧
城
下
町
の
東
爾
隅
に
当
る
、
ほ

ぼ
方
六
町
の
地
域
で
、
町
の
最
外
側
を
め
ぐ
る
防
禦
線
を
つ
く
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
小
流
を
東
縁
に
、
北
辺
は
贋
勲
等
晦
、
西
縁
は
中

島
町
の
通
り
と
な
る
が
、
爾
辺
は
不
明
確
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
を
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　　第4－1図　播磨国府・国分専と条璽塞準線

限
府
域
と
し
、
そ

の
域
内
に
認
め
ら

れ
る
方
暴
状
街
路

を
、
条
坊
の
遺
存

と
考
え
た
。

　
こ
の
地
域
の
西

北
隅
は
、
後
盤
の

〃
娘
路
〔
誠
域
内
に
入

り
、
そ
の
外
濠
に

よ
っ
て
限
ら
れ
て

い
た
が
、
現
在
は

、
埋
め
ら
れ
て
し
ま

っ
た
濠
も
、
こ
こ

で
は
方
格
状
区
画
に
沿
っ
イ
、
い
た
。
濠
を
め
ぐ
ら
し
た
廓
内
に
播
磨

総
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
今
鏡
幾
次
客
に
よ
れ
ば
、
そ
の
西
方
地

域
に
本
町
遺
跡
と
呼
ば
れ
る
古
瓦
や
土
器
類
の
出
土
地
（
驚
四
⊥
一
図

③
）
が
あ
り
、
そ
の
瓦
の
最
古
の
も
の
は
国
分
寺
創
建
以
前
の
も
の

も
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
軍
手
寺
と
醐
系
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

氏
は
播
磨
国
潤
の
統
制
下
に
お
か
れ
た
公
立
寺
院
な
ど
の
施
設
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

つ
た
と
考
え
て
い
ら
れ
る
。
こ
れ
を
國
庁
ま
た
は
團
軽
羅
な
ど
の
遺

跡
と
し
、
姫
路
城
外
濠
の
一
部
は
そ
の
周
濠
を
利
用
し
た
と
み
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
圏
庁
が
国
府
の
一
隅
を
占

め
る
例
は
他
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
一
般
例
よ
り
す
れ
ば
北

辺
中
央
で
、
ほ
ぼ
こ
れ
に
あ
た
る
坂
田
町
の
街
路
（
第
四
上
一
図
⑱
）
に

お
い
て
、
筆
者
は
須
恵
器
片
を
採
集
し
た
。

　
尚
、
総
社
は
旧
は
現
在
地
の
北
方
約
七
町
の
椰
本
（
鎗
四
－
一
図
◎
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
あ
っ
た
も
の
が
、
天
正
頃
に
現
在
地
に
移
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、

移
転
に
当
っ
て
国
府
の
旧
地
が
そ
の
遷
座
地
と
し
て
え
ら
ば
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E

　
　
　
　
　
　
　
町
0
　
1
　
2
　
3
　
4
　
5
　
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
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ひ
　
ま
ヘ
セ
バ
ヨ

ま
丈
麟
マ
擁

三
次
氏
に
よ

れ
ば
、
現
在
、

市
の
菓
方
に

あ
る
九
所
御

霊
社
（
第
鴎

－
一
図
0
）
も

総
社
と
同
所

の
射
野
駆
主

、
轟
㎡

隔
④
　
知

中
手
町

一

筆4－2図 筆墨による岡府想定地の明

治初年における街路形態
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㊥

神
と
合
麗
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
御
霊
社
も
国

府
内
に
縄
祭
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
神
社
で
あ
る
こ
と
は
太
田
亮
氏
の

　
　
　
　
　
⑧

研
究
に
詳
し
い
。

　
想
定
面
識
域
の
東
南
方
、
市
之
意
字
辻
ケ
内
に
あ
っ
て
、
奈
良
前

期
の
瓦
を
出
土
し
、
塔
の
心
礎
と
土
壇
を
有
し
て
い
た
市
之
郷
廃
寺

（
第
四
－
二
図
⑥
）
は
、
国
鉄
由
陽
本
線
の
拡
張
工
事
に
よ
っ
て
、
遺
跡

は
壊
滅
し
、
現
在
は
薬
師
堂
の
小
堂
と
塔
心
礎
と
を
、
場
所
を
変
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
残
す
に
と
ど
ま
る
が
、
鎌
谷
氏
の
調
査
に
よ
る
そ
の
土
地
割
を
、

鉄
道
敷
地
拡
張
前
の
状
態
を
添
す
姫
路
市
土
地
宝
典
に
対
比
す
れ
ば
、

そ
の
寺
地
の
み
が
、
ほ
ぼ
南
北
方
位
を
示
し
て
、
条
里
土
地
翻
を
と

る
周
辺
地
域
と
異
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

　
今
里
氏
は
ま
た
こ
の
古
儀
が
、
白
鳳
に
始
ま
り
、
奈
良
後
期
以
降

に
お
い
て
は
国
分
寺
と
全
く
同
系
列
の
も
の
を
示
す
こ
と
か
ら
、
国

府
と
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
を
有
す
る
寺
、
角
田
文
衛
氏
の
い
わ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
国
府
寺
と
考
定
さ
れ
た
。
国
府
寺
の
寺
名
は
、
角
田
氏
が
天
武
一

四
年
三
月
詔
の
「
諸
国
毎
家
作
仏
舎
」
を
解
し
て
、
国
分
専
の
前
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
謬
る
も
の
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
家
永
三
郎
氏
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

む
し
ろ
後
世
に
用
い
ら
れ
た
寿
名
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
寺
名
は
と
も
か
く
と
し
て
、
築
者
の
知
り
得
た
と
こ
ろ

で
は
、
諸
国
に
濁
府
跡
に
近
接
し
て
、
国
府
と
同
じ
土
地
割
に
の
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

奈
良
前
期
の
寺
院
壕
が
存
在
す
る
例
は
か
な
り
多
く
、
国
分
寺
設
置

以
前
に
お
け
る
地
方
官
寺
の
存
在
を
う
か
が
わ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。

　
尚
、
岡
府
寺
町
に
は
国
府
寺
の
筆
名
を
遺
す
寺
院
は
存
在
し
な
い

し
、
そ
の
遺
跡
も
明
確
で
は
な
い
。

　
米
倉
氏
と
谷
岡
氏
に
よ
る
飾
磨
郡
条
璽
の
条
の
基
線
は
、
東
西
に

若
干
の
差
異
が
あ
る
が
、
共
に
想
定
国
府
域
の
東
を
通
る
こ
と
に
な

り
、
特
に
密
接
な
関
係
は
認
め
難
い
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
士
地

捌
の
方
位
ぽ
全
く
異
っ
て
い
る
。

　
た
だ
、
両
氏
が
述
べ
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
飾
磨
郡
を
東
餌
に
左

右
の
条
に
分
け
る
基
準
線
が
国
府
域
を
通
る
こ
と
は
、
園
府
の
設
隅
鳳

以
後
に
条
吸
の
呼
称
法
が
、
国
府
に
最
も
近
い
条
里
界
線
を
基
準
と

し
て
行
わ
れ
た
と
す
る
見
解
が
な
り
た
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、

そ
の
土
地
割
は
調
帯
設
置
以
前
に
存
在
し
た
も
の
と
考
え
る
。
．
土

地
割
も
国
府
設
備
以
後
と
す
れ
ば
、
呼
称
も
土
地
割
も
老
妻
を
基
準

に
行
わ
れ
る
筈
で
あ
ろ
う
。
三
景
制
の
施
行
に
当
っ
て
、
土
地
割
と

そ
の
呼
称
は
心
ず
し
も
同
時
期
で
は
な
く
、
土
地
割
が
呼
称
法
に
先

行
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
以
上
の
考
え
は
な
り
た
つ
と
愚
わ
れ

る
。
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筆
者
は
更
に
国
分
寺
（
第
四
工
図
⑧
）
付
近
の
土
地
翻
が
、
北
一
度

西
の
方
位
を
と
っ
て
周
辺
条
里
と
異
る
こ
と
に
注
臼
し
た
。
こ
の
土

地
割
に
つ
い
て
は
、
谷
岡
氏
は
条
里
制
施
行
以
前
の
早
期
的
な
水
田

経
営
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
ら
れ
る
が
、
そ
の
土
地
割
を
詳
細
に

検
す
れ
ば
、
一
部
に
土
地
割
の
重
複
す
る
部
分
が
あ
り
、
必
ら
ず
し
も

谷
岡
氏
の
言
う
よ
う
に
、
南
北
土
地
割
が
周
辺
条
里
よ
り
古
い
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
た
ま
た
ま
、
そ
の
古
い
土
地
割
の
地
域
が
国
分
寺

地
の
選
定
に
利
用
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
は
、
国
分
寺
立
地
条
件
の
捌

約
か
ら
考
え
て
偶
然
に
過
ぎ
る
よ
う
で
あ
り
、
む
し
ろ
純
分
寺
の
設

置
に
伴
っ
て
、
そ
の
周
囲
の
土
地
割
を
改
変
し
て
、
寺
領
と
し
た
と

考
え
る
方
が
妥
轟
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
肥
後
の
場
合
、
国
分

　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

寺
の
寺
地
が
方
八
町
、
ま
た
土
佐
の
場
合
は
方
六
町
あ
っ
た
と
す
る

伝
承
が
あ
る
が
、
当
地
の
場
合
も
ほ
ぼ
方
八
町
に
あ
た
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
国
府
と
国
分
寺
付
近
が
周
辺
一
般
の
条
里
と
異
な

り
、
南
北
方
位
を
と
る
例
は
、
谷
岡
氏
が
述
べ
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

甲
斐
の
場
合
に
も
同
様
で
あ
り
、
筆
者
も
ま
た
こ
の
点
か
ら
甲
斐
国

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

府
祉
の
考
定
を
行
っ
た
。
播
磨
に
お
け
る
国
府
想
定
地
と
国
分
寺
周

辺
の
土
地
舗
の
方
位
に
は
、
約
七
度
の
差
が
あ
る
が
、
も
と
よ
り
両

者
の
十
一
鳳
は
問
時
期
で
は
な
く
、
国
府
が
先
行
し
国
分
寺
が
後
に
続

く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
時
期
的
差
異
に
よ
り
若
干
の
差
を
生

じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
5
　
備
前
の
場
合
（
第
五
麟
参
照
）

　
備
前
国
府
蛙
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
多
く
の
考
定
が
行

わ
れ
、
現
在
は
岡
山
帯
に
属
す
る
旧
高
島
村
の
大
字
属
府
市
場
の
国

長
宮
付
近
に
求
め
る
．
こ
と
は
、
諸
説
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
地
が
旧
は
上
道
郡
に
属
し
て
お
り
、
『
和
名
抄
』

に
「
国
府
在
御
忌
郡
」
と
あ
る
こ
と
の
解
釈
に
は
諸
論
が
あ
る
。
筆

者
は
、
豊
前
の
場
合
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
記
載
は
九
世
紀
中
頃

以
後
の
状
態
を
示
し
て
い
て
、
必
ら
ず
し
も
当
初
よ
り
の
国
府
の
所

在
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
の
で
、
後
神
氏
と
同
様
に
、
特

に
郡
界
の
変
動
を
認
め
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
し
、
後
神
氏
は
『
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

名
抄
』
の
誤
記
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
筆
者
の
説
で
は
特
に
誤
記
と

す
る
に
は
当
ら
な
い
。
九
世
紀
後
半
よ
り
『
和
名
抄
』
の
編
纂
さ
れ

た
一
〇
世
紀
中
頃
ま
で
の
一
時
期
に
国
府
が
御
身
郡
に
あ
っ
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
御
野
郡
に
轟
時
の

国
府
趾
を
考
定
し
な
い
限
り
、
明
確
な
発
言
は
で
き
な
い
が
、
岡
様

の
状
態
を
示
す
他
の
諸
国
の
例
か
ら
類
推
し
て
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
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豊
前
の
場
合
も
ふ
く
め
て
、
『
和
名
抄
』
國
府
所
在
郡
と
国
府
遺
跡

地
と
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
更
に
調
査
し
て
詳
論
を
加
え
た
い
と
考

え
て
い
る
。

　
高
島
に
あ
る
国
府
量
に
つ
い
て
は
、
土
師
・
須
恵
恵
を
多
く
出
土

し
、
国
庁
宮
と
考
え
ら
れ
る
国
長
潮
（
第
五
図
⑨
）
を
飾
る
字
国
憲
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
　
⑭

地
を
中
心
に
、
米
倉
氏
を
は
じ
め
、
石
田
、
巌
津
玩
な
ど
の
復
原
が

あ
り
、
い
ず
れ
も
方
八
町
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
米
倉
氏
と

巌
津
氏
は
爾
北
に
二
町
、
石
田
氏
と
巌
津
氏
は
東
西
に
二
町
、
そ
れ

ぞ
れ
異
る
想
定
地
を
示
し
て
い
ら
れ
る
。

　
筆
者
は
岡
山
市
提
供
の
三
〇
〇
〇
分
の
一
都
市
重
囲
用
地
図
に
、

岡
山
市
役
所
保
管
の
地
籍
図
に
よ
っ
て
字
界
・
字
名
を
記
入
し
た
結

果
、
米
倉
・
巌
津
両
玩
が
国
府
の
南
北
中
心
線
と
考
え
ら
れ
た
、
煽

長
宮
の
す
ぐ
東
を
通
る
土
地
割
線
が
大
字
界
を
つ
く
り
、
そ
の
単
側

が
国
長
宮
域
を
除
い
て
、
わ
ず
か
に
低
地
と
な
る
こ
と
に
注
記
し
た
。

ま
た
、
こ
の
大
字
界
が
国
府
市
場
を
東
西
に
貫
通
す
る
中
近
漫
の
山

陽
道
を
軸
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
北
と
南
に
　
二
～
四
町
の
ほ
ぼ
対
象
的

な
位
置
で
、
い
わ
ゆ
る
隅
丸
的
な
状
態
を
示
し
て
東
に
曲
る
こ
と
に

興
味
を
ひ
い
た
。
筆
者
は
こ
れ
ら
の
地
点
を
そ
れ
ぞ
れ
国
府
域
の
北

西
隅
・
南
西
隅
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
、
方
八
町
の
府
域
を
想
定
し

た
。
そ
の
結
果
、
字
西
口
の
高
島
小
学
校
の
北
西
に
あ
る
十
字
路
が

中
心
位
麗
と
な
り
、
こ
ζ
を
南
北
に
通
る
道
路
が
爾
北
中
心
線
、
い

わ
ゆ
る
朱
雀
路
と
な
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
国
庁

は
北
辺
中
央
で
は
な
く
、
西
辺
中
央
に
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
山
陽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

道
が
作
る
東
西
中
軸
路
を
讃
岐
国
府
の
例
に
従
っ
て
青
竜
路
と
呼
べ

ば
、
こ
の
両
側
に
そ
れ
ぞ
れ
北
国
長
・
南
分
長
の
字
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
し
国
財
宮
は
府
域
外
に
出
る
こ
と
に
な
る
が
無
為
口
国
府

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
お
け
る
三
冠
裏
神
社
の
例
の
よ
う
に
国
庁
の
鎮
守
往
の
み
を
府
域

外
に
お
い
た
と
し
て
も
よ
い
し
、
ま
た
国
庁
域
の
一
部
が
方
形
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

突
出
す
る
例
も
豊
崎
繋
属
に
よ
る
常
陸
国
府
の
復
原
図
に
認
め
ら
れ

て
い
る
。

　
次
に
朱
雀
路
を
北
方
に
延
長
し
た
山
麓
部
に
、
奈
良
前
期
を
上
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
す
る
古
瓦
を
出
土
す
る
墨
田
廃
寺
（
第
鯛
網
⑱
）
の
遺
跡
が
あ
る
。

こ
の
遣
跡
の
性
格
は
発
掘
調
査
の
行
わ
れ
て
い
な
い
現
在
で
は
、
に

わ
か
に
は
明
確
に
し
難
い
が
、
そ
の
位
遣
的
関
係
よ
り
み
て
、
国
府

と
無
関
係
と
は
考
え
難
い
。
心
礎
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
よ
り

す
れ
ば
、
必
ら
ず
し
も
寺
院
堆
と
み
な
す
必
要
は
な
く
、
な
ん
ら
か

の
宮
家
杜
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
地
形
や
國
竈
馬
と
の

関
係
位
置
か
ら
み
れ
ば
、
小
倉
豊
文
氏
の
発
掘
調
査
に
よ
る
、
安
芸

94　（724）



飼府と条里との関係について（木下）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
府
中
町
下
岡
田
古
代
官
庁
遺
跡
に
き
わ
め
て
類
似
す
る
。
同
遺
跡

は
小
倉
氏
に
よ
っ
て
駅
館
も
し
く
は
そ
の
他
の
官
庁
と
想
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
想
定
玉
璽
の
東
外
側
、
青
竜
路
の
北
側
に
、
葉
・
西
成
光

寺
の
宇
名
を
称
す
る
約
方
二
町
の
地
（
第
五
図
◎
〉
が
あ
っ
て
、
寺
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

祉
と
の
伝
承
が
あ
り
、
奈
良
前
期
と
さ
れ
る
古
瓦
を
出
土
し
て
い
る
。

遺
跡
の
詳
細
は
未
詳
で
あ
る
が
、
地
名
・
伝
承
な
ど
か
ら
考
え
て
寺

院
鮭
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
倉
皇
か
ら
み
れ
ば
、
甲
斐
の
寺

　
・
　
⑭

本
廃
寺
や
播
磨
の
市
之
郷
廃
寺
と
同
様
に
国
府
と
の
密
接
な
関
係
が

考
慮
さ
れ
よ
う
。

　
尚
、
成
光
寺
に
関
す
る
古
文
書
で
酉
大
寺
に
残
る
も
の
が
あ
る
が
、

そ
の
中
の
観
応
二
（
＝
二
五
一
）
年
の
文
書
に
「
捌
町
土
居
」
の
語
が

あ
り
、
周
防
心
事
で
い
う
「
土
居
八
町
」
に
対
応
さ
れ
る
。
そ
の
位

覆
は
不
明
で
あ
る
が
、
方
八
町
を
想
定
す
る
国
府
域
の
周
縁
を
漁
る

土
居
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
更
に
こ
の
国
府
琉
想
定
地
に
つ
い
て
、
も
う
一
点
の
注
擁
す
べ
き

も
の
を
あ
げ
れ
ば
、
ほ
ぼ
正
南
北
方
位
を
と
る
条
里
や
、
国
府
津
の
土

地
割
に
対
し
て
、
北
約
一
〇
度
東
の
方
位
を
と
る
土
地
割
が
一
部
に
・

重
複
し
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
土
地
割
は
あ
ま
り
明
確
と

は
い
え
な
い
が
、
空
中
写
真
や
三
〇
〇
〇
分
の
一
地
図
に
よ
っ
て
た

ど
れ
ば
想
定
圏
羅
宇
よ
り
南
方
約
一
〇
町
の
赤
照
に
か
け
て
認
め
ら

れ
る
も
の
で
、
朱
雀
路
も
中
央
の
十
字
路
以
南
は
こ
の
土
地
割
に
の

り
、
ま
た
赤
田
の
字
塔
元
に
あ
っ
て
、
奈
良
後
期
の
古
瓦
と
塔
心
礎
を

　
　
　
　
　
⑨

残
す
幡
多
廃
寺
（
第
五
図
①
）
の
周
辺
土
地
割
も
こ
れ
に
合
致
す
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
奈
良
前
期
に
は
正
南
北
方
位
を
と
っ
た
国
府
域
が
、

奈
良
後
期
に
は
何
ら
か
の
臼
的
を
も
っ
て
、
北
約
一
〇
度
東
の
方
位

を
と
る
土
地
割
に
改
変
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
る
ご
と
が
で
き

る
。
こ
れ
は
、
藤
岡
氏
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
の
多
賀
城
の
土
塁
線

が
、
そ
れ
ぞ
れ
方
八
町
に
わ
た
り
二
重
の
方
位
を
と
っ
て
い
て
、
正

南
北
の
土
塁
が
古
く
、
北
一
〇
度
東
を
と
る
も
の
が
新
し
い
と
す
る

も
の
に
全
く
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
前
記
し
た
尾
張
顯
府
域

が
北
九
度
東
、
下
野
国
府
域
が
北
一
七
度
東
の
方
位
を
と
っ
て
、
ほ

ぼ
正
南
北
方
位
を
と
る
周
辺
の
土
地
割
と
異
っ
て
い
る
こ
と
に
も
関

連
す
る
よ
う
に
患
わ
れ
る
。
ま
た
鳥
取
県
岩
美
郡
羅
府
村
大
字
庁
に

比
定
さ
れ
る
因
幡
園
府
最
に
も
、
正
南
北
方
位
を
と
る
周
辺
条
里
に

合
致
す
る
土
地
割
に
対
し
て
、
一
部
北
約
一
三
度
菓
を
と
る
土
地
劇

の
存
在
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
も
類
似
の
状
態
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
高
島
に
比
定
さ
れ
る
備
前
国
府
祉
に
対
し
て
、
後
神
氏
は
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『
延
喜
式
』
の
駅
路
が
通
過
し
て
い
な
い
こ
と
よ
り
、
こ
れ
を
平
安

中
期
以
後
の
も
の
と
し
、
以
前
の
国
府
を
他
に
求
む
べ
き
こ
．
と
を
述

べ
ら
れ
る
が
、
確
か
に
一
般
的
に
は
国
府
域
ま
た
は
そ
の
付
近
を
駅

路
が
通
過
す
る
の
が
原
則
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
後
神
氏
の
よ
う

に
こ
れ
を
後
世
の
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
関
連
遺
跡
や
遺

物
の
点
か
ら
考
え
難
い
。
ま
た
、
一
般
的
な
国
府
の
位
麗
比
定
の
原

則
に
は
ず
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
も
特
に
他
の
諸
氏
の
ふ
れ
て
い
な
い

点
で
あ
る
が
、
高
島
の
位
置
が
備
前
国
内
の
中
心
よ
り
ず
っ
と
酉
に

偏
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ζ
の
地
は
備
前
国
内
の
生

産
中
心
地
で
は
あ
る
が
、
一
般
的
に
團
府
は
＝
照
内
の
位
鐙
と
し
て

は
、
中
心
よ
り
都
に
近
い
側
に
偏
す
る
こ
と
を
浅
香
幸
雄
氏
は
指
摘

　
　
　
　
　
　
㊥

し
て
い
ら
れ
る
。

　
以
上
の
二
点
に
関
し
て
は
、
一
応
次
の
よ
う
に
解
し
た
い
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
備
前
国
府
は
か
つ
て
分
国
以
前
の
吉
備
国
府
で
あ
り
、

当
時
は
駅
路
も
同
地
を
通
過
し
て
い
た
。
、
分
国
後
、
備
前
の
圏
治
を

管
し
、
駅
路
は
そ
の
後
に
転
移
し
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
駅
路
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
海
上
交
通
と
の
便
を
考
慮
し
て

平
野
部
に
設
け
ら
れ
た
国
府
に
対
し
、
山
間
を
通
る
駅
路
か
ら
は
分

岐
路
で
連
絡
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

岡
琉
の
指
摘
す
る
但
馬
の
場
合
に
そ
の
例
が
み
ら
れ
る
。
吉
備
国
府

に
つ
い
て
は
、
石
田
氏
が
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
国
府
域
に
タ
サ
イ

　
　
　
　
　
　
㊥

の
地
名
が
残
り
、
こ
れ
を
大
宰
と
し
て
、
吉
備
大
宰
に
関
係
あ
る
地

名
と
考
え
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
可
能
性
は
強
い
と
思
わ
れ
る
。

　
⑰
　
拙
稿
「
蓮
府
跡
研
究
の
諸
問
題
一
摩
斐
国
府
跡
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
文
化

　
　
史
学
』
二
一
）
。

　
鍵
　
国
尉
関
係
の
神
社
と
し
て
は
最
も
重
．
要
で
あ
る
が
、
圏
司
が
圏
内
諸
社
の
巡
拝
、

　
　
奉
幣
の
便
を
は
か
っ
て
合
祀
し
た
も
の
と
さ
れ
、
畷
癒
に
近
く
麿
域
外
に
位
話
す

　
　
る
も
の
が
多
い
。
太
田
亮
氏
「
園
府
・
照
分
寺
関
係
の
神
雛
鳥
（
角
田
文
衛
縮
『
国

　
　
分
寺
の
研
究
舗
上
、
所
収
）
参
照
。

　
⑳
　
通
常
イ
ソ
ニ
ャ
ク
と
呼
ば
れ
、
限
司
の
権
威
を
象
徴
す
る
正
印
と
府
庫
の
鍵
鍮

　
　
と
を
神
格
化
し
て
泊
っ
た
も
の
で
、
国
費
付
近
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
掲
、

　
　
太
園
氏
「
照
府
・
二
分
寺
関
係
の
神
社
輪
参
照
。

　
⑳
　
巾
井
伊
与
太
氏
「
興
醒
の
調
府
祉
」
（
『
徳
島
毎
日
新
閲
』
紙
上
に
発
表
）
。

　
　
　
田
所
市
太
氏
「
防
波
繭
分
寺
」
　
（
角
田
文
衛
氏
編
凹
隅
分
寺
の
研
究
』
下
、
所

　
　
収
）
。

　
⑳
前
掲
、
福
井
氏
「
阿
波
の
国
府
と
其
附
近
の
条
羅
駄
。

　
⑫
　
前
掲
、
米
倉
氏
「
近
江
圏
階
の
位
帆
鳳
に
就
い
て
」
。

　
⑬
　
晶
隈
掲
、
三
友
氏
「
関
一
束
地
方
の
条
里
」
。

　
⑭
前
掲
、
拙
稿
「
古
代
集
落
と
交
通
路
」
。

　
⑮
　
前
掲
、
米
倉
氏
「
近
江
国
府
…
の
位
鷹
に
就
い
て
偏
。

　
⑯
　
『
盤
前
新
大
鑑
』
『
太
宰
管
内
志
』
『
寺
前
恋
隔
『
二
五
遠
鏡
臨
『
大
日
本
地

　
　
名
辞
書
』
　
濁
大
日
本
地
誌
提
要
臨
　
『
京
都
郡
誌
』
な
ど
、
臼
石
寿
氏
「
豊
前
国
府

　
　
に
つ
い
て
」
（
『
美
夜
古
文
化
』
一
七
）
に
詳
し
い
。

　
⑰
　
　
『
燈
瓢
湖
熱
心
』
に
「
草
場
村
に
在
庁
麗
敷
と
称
う
処
あ
り
。
挙
れ
岡
府
の
蹟
な
る
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i府：と条黒との関係について（木下）

　
べ
し
。
」
と
あ
り
、
　
『
豊
前
新
大
鑑
』
呪
地
名
辞
潔
藤
『
地
誌
提
要
』
な
ど
も
こ
れ

　
を
と
っ
て
い
る
。

⑲
　
前
掲
、
平
野
氏
円
盤
前
の
条
黒
と
国
府
」
。

⑲
　
前
掲
、
米
倉
氏
門
九
州
の
条
里
」
。

⑳
　
葡
掲
、
拙
稿
「
繭
府
跡
研
究
の
諸
問
題
」
。

⑪
　
池
辺
弥
氏
「
御
名
抄
画
名
に
つ
い
て
」
　
（
同
氏
著
『
和
名
類
聚
遠
郷
名
爵
譲
』

　
所
収
）
。

⑫
　
前
掲
、
拙
稿
門
国
府
跡
研
究
の
諸
問
題
」
。

母
　
弥
永
頁
ゴ
一
氏
『
奈
良
時
代
の
｛
貫
族
と
農
襲
隅
一
二
五
～
　
一
　
八
頁
。

⑭
　
大
西
青
二
・
小
林
健
太
郎
両
氏
「
棄
大
寺
領
越
前
照
道
安
庄
の
発
掘
調
査
（
発

　
袋
要
旨
）
」
　
（
『
人
文
地
理
隠
一
九
i
三
）
。

萄
　
米
倉
二
郎
氏
「
肥
前
平
・
野
の
条
里
」
（
『
地
理
学
論
叢
鰯
五
）
。

趣
　
　
『
宇
佐
大
鏡
隠
。

⑰
　
た
と
え
ば
、
臼
野
尚
志
氏
「
筑
前
国
穂
浪
郡
の
条
里
と
郡
家
お
よ
び
屯
倉
」
（
昭

　
和
四
一
年
度
人
文
．
地
理
学
会
大
会
研
究
発
表
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
地
に
近
い
地
城

　
に
お
い
て
、
原
鋼
に
反
す
る
例
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

憩
前
掲
、
米
倉
氏
「
九
彌
の
条
里
」
。

⑳
　
岡
府
域
内
に
お
け
る
姻
庁
の
位
概
は
　
賑
せ
ず
、
北
に
傾
麟
す
る
近
江
の
四
四
、

　
発
掘
に
よ
っ
て
確
認
ざ
れ
た
圏
庁
遺
紡
は
、
方
八
町
の
中
央
よ
り
南
部
に
位
卸
し
、

　
か
つ
粥
煙
し
て
い
る
。

⑳
　
今
・
里
幾
次
氏
「
右
瓦
か
ら
み
た
播
暦
圏
府
寺
」
（
撰
ハ
庫
史
学
伽
三
三
）
。

⑪
　
鎌
谷
太
山
鳳
次
氏
『
式
内
射
楯
兵
主
神
祉
と
播
麿
濁
総
　
祉
の
研
究
野
曝
四
～
八
霊
百
ハ
。

⑫
　
隅
前
警
、
八
七
～
九
採
薪
。

⑳
前
掲
、
太
田
氏
「
瞬
府
・
国
分
寺
関
係
の
神
路
」
。
な
お
、
近
涯
に
お
い
て
は
、

　
國
庁
域
を
方
二
町
と
し
た
場
倉
、
そ
の
東
乳
隅
の
い
わ
ゆ
る
鬼
門
に
あ
た
る
位
豊

　
に
あ
る
。
拙
稿
「
近
江
墨
取
壕
に
つ
い
て
扁
翁
人
文
地
理
隔
一
八
－
三
）
参
照
。

⑭
　
鎌
谷
太
「
　
エ
次
氏
『
矯
磨
上
代
寺
院
趾
の
研
究
隔
　
「
市
之
郷
廃
寺
し
の
項
。

穣
前
掲
、
今
里
氏
「
古
瓦
か
ら
み
た
播
暦
麟
晦
寺
」
。

⑳
　
角
田
文
衛
氏
「
国
分
寺
の
設
置
」
　
（
問
氏
編
『
国
分
寺
の
研
究
恥
上
）
。

鋤
　
家
永
三
郎
氏
「
躍
分
寺
の
鋤
建
に
つ
い
て
」
（
『
建
築
史
』
一
一
閥
）
、
『
上
代
仏

　
教
思
想
史
研
究
輪
所
収
。

磯
　
前
掲
、
拙
稿
「
国
府
…
跡
研
究
の
諸
問
題
偏
痴
夢
照
。

鐙
　
坂
本
経
魏
氏
「
肥
後
国
分
寺
」
　
（
角
田
氏
編
『
欝
欝
寺
の
研
究
』
下
）
参
照
。

⑳
　

『
長
璽
我
部
地
検
帳
隔
に
「
劉
分
毒
方
六
町
之
構
ノ
内
…
…
」
と
あ
る
。

⑳
　
須
藤
賢
・
谷
岡
武
雄
荷
氏
「
軍
訴
額
塁
の
藷
…
問
顕
｝
i
甲
府
盆
地
の
歴
史
地
理

　
的
研
究
（
第
一
報
Y
…
…
」
（
『
地
理
学
評
論
臨
二
四
－
四
）
、
谷
岡
武
雄
氏
兜
平
野

　
の
踊
盛
相
二
五
六
～
二
五
七
頁
。

⑫
前
掲
、
拙
稿
「
岡
府
跡
研
究
の
諸
問
題
…
一
甲
斐
国
府
跡
を
め
ぐ
っ
て
一
」
。

⑬
　
前
掲
、
後
神
氏
「
岡
山
平
野
に
お
け
る
古
代
崇
厳
の
復
漂
」
。

＠
前
掲
、
『
岡
由
市
史
』
古
代
編
、
二
九
二
貝
。

⑯
　
岡
前
書
、
露
二
三
～
三
二
八
頁
。

⑳
　
坂
m
市
教
育
委
澱
会
の
川
畑
越
氏
の
御
教
書
に
よ
れ
ば
、
磯
鰐
域
を
東
西
に
逓

　
る
巾
九
尺
の
遊
路
を
、
晋
龍
と
称
す
る
由
で
、
地
形
上
棄
嫁
す
る
と
思
わ
れ
る
国

　
庁
に
達
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
中
軸
と
す
れ
ば
、
麿
域
は
方
六
町
が
適
わ
し

　
い
。
川
岸
闘
幾
罰
郡
衛
と
交
通
路
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
二
九
～
三
〇
頁
参
照
。

　
な
お
、
讃
蚊
に
お
い
て
は
、
岡
府
と
条
璽
の
土
地
翻
は
食
致
し
て
、
北
二
釜
度
束

　
の
方
位
を
と
っ
て
い
る
。

［
⑳
　
安
藤
重
艮
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
偏
誓
園
府
祉
は
倉
吉
市
西
郊
を
流
れ
る
国
府
…

　
娼
の
雪
囲
の
低
地
に
あ
り
、
凱
庁
の
地
名
が
残
る
。
そ
の
北
方
豹
四
町
の
台
地
上

　
に
国
庁
裏
神
社
が
あ
る
が
、
地
形
的
に
見
て
府
域
外
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
豊
石
車
氏
作
図
「
常
睦
圏
蔚
糠
南
「
常
陸
園
府
推
定
復
田
図
漏
（
『
麟
説
日
本
文

　
化
中
ハ
大
系
（
四
）
蝕
七
六
百
ハ
所
繭
以
）
。

⑲
　
前
掲
、
『
暇
田
市
史
』
古
代
編
、
闘
○
○
～
四
〇
六
頁
門
廻
田
廃
寺
跡
扁
の
飾
。

　
　
懸
中
町
教
育
委
漁
会
・
府
中
町
重
要
文
化
財
保
護
協
会
『
鰐
中
翼
下
岡
田
古
代
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建
築
群
遺
跡
調
査
報
告
』
第
一
集
・
第
二
集
。

⑳
　
茜
嗣
掲
、
　
『
岡
山
市
史
』
古
代
編
、
四
一
霊
～
理
二
〇
百
ハ
、
「
成
一
光
寺
跡
偏
の
節
。

⑳
　
前
掲
、
拙
稿
「
国
府
…
跡
研
究
の
諸
問
顯
丁
よ
斐
国
府
跡
を
め
ぐ
っ
て
一
」
。

⑳
前
掲
、
『
岡
山
市
史
駈
古
代
編
、
四
〇
六
～
四
〇
九
頁
、
「
幡
多
廃
寺
跡
」
の
節
。

⑭
　
前
掲
、
藤
…
乙
訓
『
都
市
と
交
通
路
の
歴
史
地
理
学
酌
研
究
』
、
四
八
～
五
〇
百
ハ
。

⑳
　
浅
香
幸
雄
氏
「
岡
府
の
位
羅
と
糧
模
園
府
…
の
一
二
遷
」
（
『
地
域
の
変
貌
；
歴
史

　
地
理
学
紀
要
二
』
所
収
）
。

鐙
前
掲
、
藤
四
点
『
都
市
と
交
関
路
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
二
七
～
工
八
頁
。

⑰
前
掲
、
『
岡
山
帝
史
』
古
代
編
、
二
九
一
～
二
九
二
頁
。

四

　
国
府
と
条
璽
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
諸
國
の
例
に
つ
い

て
検
討
を
試
み
た
が
、
そ
の
問
題
点
は
、
ω
条
里
と
属
府
の
土
地
割

の
異
同
、
②
条
盤
界
線
と
国
府
の
位
麗
、
の
二
面
に
分
け
て
考
え
ら

れ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
総
括
的
に
論
じ
て
み
よ
う
。

　
三
　
条
里
と
国
府
の
土
地
割
の
方
位
（
第
一
表
参
照
）

　
土
地
割
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
そ
の
関
係
が
識

洌
で
き
る
と
思
わ
れ
る
諸
国
の
方
位
を
表
示
し
て
み
た
。
尚
、
国
分

寺
に
つ
い
て
も
石
田
茂
作
幾
が
、
条
璽
と
同
じ
土
地
割
に
の
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊦

で
あ
る
と
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
同
様
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

　
全
国
的
に
み
た
場
合
、
国
府
の
考
定
は
未
だ
十
分
で
は
な
い
こ
と

は
最
初
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
方
数
町
に
及
ぶ
広
範
な
地
域

を
占
め
る
の
で
、
そ
の
具
体
的
な
復
原
は
で
き
な
い
ま
で
も
、
地
名
・

関
係
社
寺
な
ど
に
よ
っ
て
大
略
の
位
践
は
想
定
で
き
る
の
で
、
土
地

割
の
方
位
は
地
図
上
に
お
い
て
比
較
的
容
易
に
識
別
さ
れ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
て
、
国
分
寺
の
場
合
に
は
、
比
較
的
に
遺
跡
が
明
瞭

で
、
具
体
的
位
澱
を
明
確
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
伽
藍
と
寺
地
の

示
す
方
位
は
、
方
二
町
以
下
の
小
弓
臨
の
地
域
な
の
で
、
地
図
上
で

は
識
別
し
難
く
、
発
掘
調
査
の
結
果
示
さ
れ
る
方
位
も
磁
針
に
よ
る

も
の
が
多
い
の
で
、
厳
密
な
方
位
は
ま
た
明
確
で
な
い
。

　
ま
ず
、
条
里
と
国
分
寺
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
の
方
位

が
合
致
す
る
も
の
は
二
七
例
中
一
六
例
（
五
九
・
三
％
）
、
合
致
し
な

い
も
の
は
一
一
例
（
圏
○
．
七
％
）
で
若
干
合
致
例
が
多
い
。
し
か
し
、

条
里
の
方
位
が
北
か
ら
東
西
に
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
度
に
み
た
な
い
浅
い

角
度
の
場
合
に
は
、
一
笈
例
全
部
が
条
里
に
合
致
し
、
桶
○
度
以
上

傾
く
場
合
に
は
、
一
二
例
中
一
例
が
合
致
す
る
の
で
他
は
合
致
し
な

い
。

　
多
分
・
寺
の
場
合
は
、
　
一
〇
度
以
内
の
許
容
範
囲
を
以
て
、
そ
の
伽

藍
と
寺
地
は
三
野
方
位
を
と
る
よ
う
に
し
た
こ
一
・
隔
が
う
か
が
わ
れ
る
。

従
っ
て
、
国
分
寺
は
必
ら
ず
条
里
区
．
画
に
の
せ
て
考
え
ら
る
べ
き
で
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闘府と条黒との関係について（木下）

　　　　　　　　篤1表岡府・1鍛分寺・条黒の方位
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考備名 規模
　町

岡府の　国分寺
方位　　の方位

条里の
方位

　　寺分畷分

諜野
土毎 6×6 2。W 7。E 6。E ×i戸 ×

Aゾr　　純ｧ　　目1」 N N N ○ ○ ○

筑後 8×8 5。£ 18。E ×

豊前 5×5 1G。W N 35。E × X β 國階に異説あう
r

i豊後 5x5 12。W 12。W ○ 『

睡前 8×8 2。E 5。W 13。W X X μ

i肥後 8×8 2。W 5。W ×

i大隅P
雌
摩
i

6×6
U×6

8。E

i18。E7。W

8。E ○

方位Nは必らずしも厳密なものでなく，ほぼ北を指すものをふくむ。
　　は國分寺が溶断と遠く離れていて，1時に方位関係がないと思われるもの。

○は方位の一致，×は異るもの，／は岡府と一分寺とがほぼ岡方位を示すもの。

あ
る
と
さ
れ
た
石
田
氏
の
論
は
、
条
里
の
土
地
翻
が
ほ
ぼ
南
北
方
位

を
と
る
場
合
に
限
っ
て
認
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
石
田
氏
の
論

も
出
雲
を
例
と
し
て
述
べ
ら
れ
、
条
漿
が
正
南
北
方
位
を
示
し
て
い

る
の
で
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
点
を
特
に
明
記
し
て
な
い
の
で
誤
解
を
招
き
や
す
い
。

　
条
里
と
國
府
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
の
方
位
が
合
致
す
る
も

の
が
三
九
例
中
二
二
例
（
五
六
・
四
％
）
あ
り
、
合
致
し
な
い
も
の
一

七
例
（
四
三
．
六
％
）
よ
り
若
干
多
い
。
し
か
し
て
、
条
璽
の
方
位
が

北
か
ら
一
〇
度
に
み
た
な
い
浅
い
角
度
の
場
合
、
二
二
例
中
合
致
す

る
も
の
が
一
五
例
（
六
八
・
二
％
）
に
対
し
、
合
致
し
な
い
も
の
は
七

例
（
三
一
．
八
％
）
を
示
す
。
一
方
、
条
里
の
方
位
が
一
〇
度
以
上
傾

く
場
合
に
は
、
　
一
七
例
中
合
致
す
る
も
の
は
七
例
（
購
一
・
二
％
）
、

含
致
し
な
い
も
の
が
一
〇
例
（
五
八
・
八
％
）
と
な
る
。

　
羅
府
の
場
合
も
い
く
ぶ
ん
南
北
方
向
を
と
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
あ

る
こ
と
は
う
か
が
わ
れ
る
が
、
国
分
寺
ほ
ど
に
は
強
く
な
く
、
条
里

と
の
関
係
も
特
に
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
国
府
庁
や
国
分
寺
の
よ
う
な
官
庁
や
寺
院
は
一
般
に
南
面
す
る
の

を
原
翔
之
す
る
が
、
条
里
制
の
土
地
舗
は
、
広
く
一
帯
の
水
田
灌
概

を
考
慮
す
る
も
の
で
、
楽
然
地
形
・
水
利
に
則
し
て
設
定
さ
れ
る
結
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属府と条璽との関係について（木下）

果
、
必
ら
ず
し
も
南
北
方
位
を
と
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
斜
方
位
を
と
る
条
里
調
土
地
割
に
対
し
て
、
南
北
方
位

を
と
る
土
地
割
の
存
在
は
、
顯
府
堆
考
定
の
有
力
な
資
料
と
な
り
う

る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
般
に
こ
れ
ら
の
土
地
割
は
、
方
蔵
町
と

隈
ら
れ
る
国
府
域
よ
り
、
周
辺
に
か
な
り
広
範
な
地
域
に
及
ぶ
こ
と

が
多
い
の
で
、
府
域
の
決
定
に
は
他
の
資
料
を
十
分
に
考
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ま
た
こ
の
範
囲
内
に
、
園
府
に
関
連
す

る
諸
施
設
の
存
在
分
布
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
ま
た
、
南
北
方
位
の
条
里
に
対
し
て
、
特
に
斜
方
位
を
と
る
綴
府

の
例
は
、
二
重
土
地
翔
を
示
す
例
と
共
に
理
解
が
つ
か
な
い
。
こ
れ

ら
に
北
一
〇
度
前
後
東
の
方
位
を
と
る
も
の
が
多
い
が
、
後
考
に
ま

ち
た
い
。

　
2
　
幽
谷
の
界
線
と
國
府
の
位
遣

　
条
里
の
界
線
と
国
府
の
位
置
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
融
庁
堆
が

明
確
に
さ
れ
た
も
の
の
少
い
現
在
、
十
分
な
検
討
は
行
い
難
い
が
、

今
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
っ
た
方
位
を
示
・

す
場
合
も
あ
っ
て
、
特
に
深
い
関
係
は
見
離
し
難
い
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
播
磨
の
場
合
の
よ
う
に
、
国
府
域
を
飾
磨
郡
条
里
を
東

西
・
左
・
石
に
分
つ
界
線
が
通
る
こ
と
は
注
穏
さ
れ
る
。
米
倉
氏
は
条

里
土
地
割
と
そ
の
呼
称
法
の
先
後
に
つ
い
て
は
特
に
述
べ
て
い
ら
れ

な
い
が
、
氏
の
論
は
条
里
の
土
地
割
を
基
準
に
国
府
が
設
定
さ
れ
た

と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
霜
露
、
ま
た
そ
の
国
府
を
基
準
に

条
璽
の
呼
称
が
行
わ
れ
た
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
条
里
の
土
地
割

と
呼
称
法
は
必
ら
ず
し
も
同
時
期
に
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
一

般
に
土
地
割
が
先
行
し
た
と
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
先
後
関
係
は
な
り

た
つ
が
、
ま
た
、
条
壌
土
地
割
と
無
関
係
に
設
麗
さ
れ
た
国
府
の
位

置
を
基
準
に
、
そ
れ
に
最
も
近
い
界
線
を
、
呼
称
の
基
点
と
し
た
と

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
、
米
倉
氏
の
仮
設
を
中
心
に
、
園
府
と
条
璽
と
の
関
係
を
検

討
し
て
き
た
が
、
こ
こ
に
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
氏
の
論
は
あ
く
ま

で
も
、
圏
府
蛙
を
予
察
す
る
た
め
の
一
仮
説
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
原
鋼
と
し
て
園
府
堆
を
認
定
す
る

こ
と
は
、
氏
の
本
意
で
は
な
く
、
よ
り
詳
細
な
調
査
を
期
待
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
國
府
蛙
自
体
の
研
究
調
査
を

進
め
て
、
そ
れ
を
通
じ
て
国
府
と
条
里
の
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と

が
、
氏
の
期
待
に
添
い
う
る
こ
と
に
な
る
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。

　
一
応
、
筆
者
の
結
論
は
、
鼠
府
と
条
章
と
の
間
に
は
、
腹
接
的
な
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関
係
は
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
国
府
域
と
同
じ
土
地
割
を
示

す
そ
の
周
辺
地
の
性
格
は
明
瞭
で
は
な
く
、
ま
た
国
府
立
地
に
関
係

が
深
い
と
思
わ
れ
る
駅
路
を
主
と
す
る
古
道
の
復
原
的
研
究
も
未
だ

詳
細
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
諸
道
と
条
里
捌
土
地
割
と
の
関
係
な
ど
、

間
接
的
に
は
尚
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
愚
う
の
で
あ

る
。

纏
　
聡
田
茂
作
氏
『
東
大
寺
と
閣
分
寺
』
、
一
二
三
～
一
一
一
九
頁
、
「
条
里
遺
跡
」
の

　
節
。

付
記
　
本
稿
の
作
　
成
に
関
し
て
、
各
地
の
調
査
の
際
に
、
現
地
の
市
町
村
役
場
な
ら

　
び
に
教
育
委
q
員
会
な
ど
の
当
筍
考
を
は
じ
め
、
多
く
の
窟
民
諸
氏
に
便
宜
と
数
示

　
と
を
い
た
だ
い
た
◎
厚
く
謝
意
を
あ
ら
わ
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
同
志
翫
女
子
巾
・
斑
等
押
鯛
教
旨
〉
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sical，　but　subh　as　functiened　within　a　human　being，　then　transformed

him　from　within，　and　therefore　move　him　to　do　practical　action．　Thus

we　can　see　another　practical　and　active　Puritanism　in　Milton，　as　distingui－

shed鉦om　Weber’s　Puritanism．、

On　the　Relation　between　Koku魚国府and∫6ri条里System

by

Ryo　Kinoshita

　In　ancient∫apan，　Kokufu　l・謂府，　capital　of　local　adm量nistrat圭on，　occゆted

asquare　area　with　an　average　of　8　to　6　square－ch6町and　in　its　interior

had　a　chessboard　pattern　of　one　ch6　square．　On　tke　other　hand，　」6ri

条里system，　also　executed　as　rural　planning　at　that　period，　showed　a

similar　chessboard　pattem．　Prof．　Yonekura，　J呈ro米倉二郎published　the

assuinption　that　Kokufu　might　be　established　on　the　iRtersecting　points

of　borderlines　in　every　6　ch6．　This　areicle　is　to　restore　the　ancient“　plans

of　Kol〈ufu　in　Awa－Shikoku阿波，　Awa－Kanto安房，　Buzen豊前，　Harhna播

Sif，　and　BizeR　e’fkB’B’idj，　according　to　the　remalns　and　other　various　sounces

except　for　those　of　Jbri，　ancl　theB　to　ey．　ainine　their　relations　with　J6ri　and

wlth　the　outline　of　other　remains　ef　Kokufu　using　some　achievements

of’other　students．　The　result　is　as　follows：

　　（1）　On　the　direction　of・　the　partition　lines　of　the　land　both・　in　Ko－

1〈ufu　and　in　」6ri；

　　　a）　When　the　lines　of　」6ri　do　not　run　from　north　to　south，　those

　　of　Kokufu　often　do．

　　　b）　When　the　lines　of　」6ri　run　from　north　to　south，　those　of’

　　1〈ol〈ufu　often　do，　too　；　but　they　run　to　the　different　direction　according

　　to　the　p£p－pose．　This　is　due　te　the　fact　that　Kol〈ufu　should　be　’cons－

　　tructed，　as　a　rule，　facing　to　the　south　like　the　Capital’s　castle，　while

　　J6ri　does　not　always　run　precisely　from　north　to　south　as　it　follows

　　the　inclination　of　tke　land　surface　for　irrigation；　upon　these　facts，

　　in　the　」6riregion，　we　can　sometimes　find　the　site　of　Kokufu　discerning

　　particular　section’　of　the　land　where　parcelS　show　different　direction

　　from　J6risystem　around　it．

　　（2）　On　the　relation　of　the　situation　of　Kokufu　to　tke　border　｝ine　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（773）



J6ri，　no　relation　can　be　’found．　According　to　the　Hayima　case，　J6ril

seems　to　be　numbered　on　the　basis　ef　the　situation　of　Kokufu，　but　in

this　case　the　partitien　of　land　in　J6ri　was　held　at　first，　while　Kokufu

was　indifferently　established，　and　then　」6ri　seeii｝e　to　be　numbered　on．．

the　basis　of　the　situation　of　Kokufu．

Establishment　of　the　YAYOf弥生Cu1麺re
　　　　　　　　三n　y：AMASHIRO　；⊥1城

　　the　subdivision　of　Early　｝「A　YOI　Period　in　KINKI近畿and

the　position　of　the　pottery　from　KUM（）N（）M　yYA雲ノ寓site

by

Makoto　Sahara

　　In　KII＞：Kl近畿distr呈ct　five　success至ve　types　of　YA　YOi弥生Pottery．．

are　grouped　into　t｝aree　main　perlods；　Early　（Type　1），　Middle　（Type　II－

IV）　and　Late　（Type　V）．

　L　IMAZATO　（1942）　and　S．　SUGiHARA（1950）　have　proposed　．that’

Early　YA　YOI　in　KINKI　is　to　be　subdivided　into　two　phases．　ln　our’

opinion，　however，　on　the　basis　of　teclmological　and　typlogical　study　of

the　pottery，　it　would　ratlaer　be　better　to　subdivide　Early　YA　YOI　into

three　phases．　According　to　our　subdiv宝sion，　KUM（）AIOMIY4雲ノ’菖．

site　belongs　to　the　middle　phase　of　Early　YA　YOI　and　is　the’　oldest

YA　YOI　site　1〈nown　in　YAMASfflRO　（Southern　part　of　Kyoto　Prefec－

ture）．　Thls　paper　covers　also　the　course　of　YA　YOI　culture　to　YAMA－

SHILI？O，　and　the　cultural　relation　of　YAII4ASHILI？O　with　neighbouring．’

regions　in　Early　YA　YOI　Period．

（772）


